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段
玉
裁
『
古
文
尚
書
撰
異
』
序
譯
注
（
一
）

田
尻

健
太

・

古
勝

隆
一

前
言

本
稿
は
、
段
玉
裁
（
一
七
三
五
～
一
八
一
五
）
『
古
文
尚
書
撰
異
』
三
十
二
卷
の
序
の
譯
注
と
そ
の
補
説
で
あ
る
。
譯
注
・
補
説
は
田
尻
が

原
案
を
執
筆
し
、
古
勝
が
そ
れ
に
加
筆
訂
正
を
施
し
た
。
な
お
、
紙
幅
の
關
係
上
、
本
號
に
は
譯
注
の
み
掲
載
し
、
補
説
は
次
號
に
揭
載

さ
れ
る
豫
定
で
あ
る
。

段
玉
裁
『
古
文
尚
書
撰
異
』（
以
下
『
撰
異
』
と
略
す
）
は
、
淸
朝
考
證
學
の
成
果
を
示
す
『
尚
書
』
の
注
釋
と
し
て
名
高
い
。『
尚
書
』

は
儒
家
經
典
の
う
ち
、『
詩
』
と
竝
び
最
も
尊
重
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
に
後
世
に
僞
作
さ
れ
た
諸
篇
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
つ
き
、
宋
の
呉

棫
以
來
、
多
く
の
考
證
が
蓄
積
さ
れ
、
淸
朝
初
期
に
閻
若
璩
（
一
六
三
六
～
一
七
〇
四
）
『
尚
書
古
文
疏
證
』
が
最
終
的
に
そ
の
僞
を
白
日
の

も
と
に
晒
し
、
そ
れ
を
繼
承
し
て
惠
棟
（
一
六
九
七
～
一
七
五
八
）
『
古
文
尚
書
考
』、
王
鳴
盛
（
一
七
二
〇
～
一
七
九
七
）
『
尚
書
後
案
』、
江

聲
（
一
七
二
一
～
一
七
九
九
）
『
尚
書
集
注
音
疏
』
な
ど
、
優
れ
た
『
尚
書
』
の
注
釋
が
續
々
と
生
み
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
受
け
て
書
か
れ

た
の
が
、『
撰
異
』
で
あ
る
。
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『
撰
異
』
が
對
象
と
す
る
の
は
、『
尚
書
』
の
う
ち
、
眞
篇
と
し
て
疑
い
の
な
い
堯
典
第
一
か
ら
秦
誓
第
三
十
一
ま
で
の
諸
篇
と
、
そ

し
て
書
序
（
第
三
十
二
）
で
あ
る
。
現
行
本
の
、
い
わ
ゆ
る
『
僞
古
文
尚
書
』
五
十
八
篇
と
、『
撰
異
』
が
注
解
し
た
三
十
二
篇
と
の
對
應

に
つ
い
て
は
、
補
説
の
末
尾
に
對
照
表
を
附
し
た
。

漢
代
に
お
け
る
『
尚
書
』
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
伏
生
の
口
傳
を
書
き
留
め
た
本
に
由
來
す
る
今
文
と
、
孔
安
國
が
整
理
し
た
壁
中
本
に

由
來
す
る
古
文
の
二
種
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
本
書
『
古
文
尚
書
撰
異
』
は
そ
の
書
名
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
う
ち
の
古
文
の
經

文
を
定
め
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
諸
資
料
を
博
搜
し
た
上
で
、
今
文
・
古
文
の
別
が
丹
念
に
吟
味
さ
れ
、

異
文
が
あ
る
場
合
に
は
、
今
文
・
古
文
へ
の
比
定
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
小
學
に
優
れ
た
段
氏
は
、
そ
の
學
識
を
傾
け
て
文
字
の
考
證

を
行
な
っ
て
お
り
、『
尚
書
』
眞
篇
を
讀
む
上
で
、
今
日
な
お
必
備
の
注
釋
と
言
え
る
。

『
撰
異
』
の
名
聲
は
赫
々
た
る
も
の
が
あ
る
が
、
考
證
が
繁
雜
な
部
分
も
多
く
、
通
讀
の
難
し
い
書
物
で
も
あ
る
。
今
回
、
世
に
譯
注

を
問
う
の
は
、
段
玉
裁
の
序
の
部
分
の
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
序
を
通
し
て
、
あ
る
程
度
、『
撰
異
』
の
構
想
を
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
、
同
書
を
讀
む
た
め
の
端
緖
と
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
序
と
本
書
の
内
容
と
を
關
聯
さ
せ
る
べ
く
注
と
補
説
を
加
え
た
。
ま
た
注
と
補
説
は
、
段
氏
の
學
問
の
有
す
る
優
れ
た
點
を

明
確
化
し
つ
つ
、
同
時
に
、
そ
れ
が
は
ら
む
問
題
點
を
も
俎
上
に
の
せ
た
。
譯
注
者
の
理
解
が
不
十
分
な
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
大
方
に

よ
る
ご
批
正
を
願
い
た
い
。
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凡
例

一
、
底
本
は
、
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
所
藏
「
經
韵
樓
叢
書
」（
乾
隆
道
光
閒
、
金
壇
段
氏
七
葉
衍
祥
堂
刊
本
、
京
大
人
文
硏

東
方

叢-
V

I
-
6
-
1
8

）
所
收
の
『
古
文
尚
書
撰
異
』
で
あ
る
。
影
印
本
に
『
段
玉
裁
遺
書
』（
大
化
書
局
、
一
九
八
六
年
）
所
收
本
が
あ
る
。

一
、
標
點
は
新
た
に
施
し
た
。

一
、
原
文
・
現
代
語
譯
・
注
釋
・
補
説
・
表
の
五
者
か
ら
な
る
。

一
、
原
文
に
分
段
は
な
い
が
、
説
明
の
便
宜
の
た
め
、
内
容
に
よ
っ
て
九
つ
の
小
節
に
分
け
た
。
注
釋
は
各
節
の
後
ろ
に
示
し
、
補
説

・
表
は
全
體
の
末
尾
に
附
し
た
。

一
、
段
氏
の
原
注
は
、
該
當
箇
所
に
〔
原
注
〕
と
表
示
す
る
。

一
、
譯
文
中
の
（
）
は
譯
者
が
文
意
を
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。

一
、
書
名
は
『
』、
引
用
文
は
「
」
で
示
す
。

一
、
段
玉
裁
の
文
章
に
つ
い
て
は
、
な
る
べ
く
段
氏
の
選
ん
だ
字
の
形
を
尊
重
す
る
が
、
注
に
引
く
段
氏
以
外
の
文
章
は
、
通
行
の
字

形
を
用
い
た
。

一
、
注
釋
に
は
、
原
文
を
讀
解
す
る
に
當
た
っ
て
最
低
限
必
要
と
な
る
事
柄
を
記
し
た
。

一
、
補
説
に
は
、
『
撰
異
』
に
ま
つ
わ
る
背
景
的
な
事
柄
や
同
時
代
の
學
者
と
の
比
較
、
後
世
の
學
説
、
筆
者
の
考
察
を
項
目
ご
と
に

記
し
た
が
、
讀
解
に
は
必
要
だ
が
長
文
に
過
ぎ
る
た
め
補
説
の
欄
に
書
い
た
も
の
も
あ
る
。
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段
玉
裁
「
古
文
尚
書
撰
異
序
」
譯
注

【
第
一
節
】

乾
隆
四
十
七
年
、
玉
裁
自
巫
山
引
疾
歸
、
養
親
課
子
之
暇
、
爲
『
説
文
解
字
讀
』
五
百
四
十
卷
、
又
爲
『
古
文
尚
書
撰
異
』
三
十

二
卷
。
始
箸
雝
涒
灘
、
迄
重
光
大
淵
獻
皋
月
乃
成
。

乾
隆
四
十
七
年
（
一
七
八
二
）
、
玉
裁
は
、
巫
山
の
任
地
か
ら
官
を
辭
し
て
故
鄕
に
歸
り

、
親
を
養
い
子
に
教
え
る
暇
に
、『
説
文
解
字

わ
た
く
し

（１）

讀
』
五
百
四
十
卷
を
作
り

、
さ
ら
に
『
古
文
尚
書
撰
異
』
三
十
二
卷
を
作
っ
た

。（
執
筆
は
）
戊
申
歳
（
乾
隆
五
十
三
年
）
に
開
始
し
、

（２）

（３）

辛
亥
歳
（
乾
隆
五
十
六
年
）
五
月
に
よ
う
や
く
完
成
さ
せ
た

。
（４）

【
第
二
節
】

序
曰
、
經
惟
『
尚
書
』
冣
尊
、『
尚
書
』
之
離
戹
冣
甚
。
秦
之
火
、
一
也
。
漢
博
士
之
抑
古
文
、
二
也
。
馬
鄭
不
注
古
文
逸
篇
、

三
也
。
魏
晉
之
有
僞
古
文
、
四
也
。
唐
『
正
義
』
不
用
馬
鄭
用
僞
孔
、
五
也
。
天
寶
之
改
字
、
六
也
。
宋
開
寶
之
改
釋
文
、
七
也
。

七
者
備
而
古
文
幾
亡
矣
。
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序
。
經
書
は
『
尚
書
』
こ
そ
最
も
尊
い
が

、『
尚
書
』
の
受
け
た
災
難
が
最
も
ひ
ど
い
も
の
で
あ
っ
た
。（
そ
の
災
難
と
は
、）
秦
の
焚

（５）

書
が
第
一
で
あ
る
。
漢
代
の
博
士
が
古
文
『
尚
書
』
を
押
さ
え
つ
け
た
こ
と
が
第
二
で
あ
る

。
馬
融
・
鄭
玄
が
古
文
『
尚
書
』
の
逸
篇

（６）

に
注
し
な
か
っ
た
こ
と
が
第
三
で
あ
る

。
魏
晉
の
時
に
僞
古
文
『
尚
書
』
が
作
ら
れ
た
こ
と
が
第
四
で
あ
る
。
唐
代
の
『
正
義
』
が
馬

（７）

融
注
・
鄭
玄
注
を
用
い
ず
僞
孔
傳
を
用
い
た
こ
と
が
第
五
で
あ
る
。
唐
の
天
寶
の
時
に
『
尚
書
』
の
字
を
改
め
た
こ
と
が
第
六
で
あ
る

。
（８）

宋
の
開
寶
の
時
に
『
尚
書
釋
文
』
の
字
を
改
め
た
こ
と
が
第
七
で
あ
る

。
こ
の
七
者
が
そ
ろ
っ
て
、
古
文
『
尚
書
』
は
ほ
と
ん
ど
失
わ

（９）

れ
て
し
ま
っ
た
。

【
第
三
節
】

僞
古
文
自
有
宋
朱
子
刱
議
於
前
、
迄
我
朝
閻
氏
百
詩
〔
原
注
：
有
『
尚
書
古
文
疏
證
』
〕
、
惠
氏
定
宇
〔
原
注
：
有
『
古
文
尚
書
考
』
〕
、
辭

而
闢
之
、
其
説
大
備
。
舉
鄭
君
逸
篇
之
目
、
正
二
十
五
篇
之
非
眞
、
析
三
十
一
篇
爲
三
十
三
篇
之
非
是
、
鑄
鼎
象
物
、
物
無
遁
情
。

海
内
學
者
、
家
喩
戸
曉
、
經
術
之
極
盛
、
超
出
於
漢
博
士
之
抑
古
文
、
唐
『
正
義
』
之
不
用
馬
鄭
、
不
可
以
道
里
計
。

僞
古
文
『
尚
書
』
は
、
宋
の
朱
子
が
ま
ず
議
論
を
始
め

、
我
が
朝
の
閻
百
詩
（
閻
若
璩
）
〔
原
注
：
著
作
に
『
尚
書
古
文
疏
證
』
が
あ
る
〕
、

（10）

惠
定
宇
（
惠
棟
）〔
原
注
：
著
作
に
『
古
文
尚
書
考
』
が
あ
る
〕
に
至
っ
て
、
書
を
著
し
て
問
題
を
開
拓
し

、
關
聯
の
説
は
十
分
に
そ
ろ
っ
た
。

（11）
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（
彼
ら
は
）
鄭
玄
の
「
逸
篇
」
を
指
摘
し
、（
晩
出
の
僞
古
文
『
尚
書
』
に
よ
っ
て
補
わ
れ
た
）
二
十
五
篇
が
眞
で
な
い
と
正
し
、（
晩
出

『
尚
書
』
が
）
三
十
一
篇
を
分
け
て
三
十
三
篇
と
し
た
こ
と
が
誤
り
で
あ
る
と
し
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
調
べ
盡
く
し
て
お
り
、
（
僞
作
者

は
）
言
い
逃
れ
の
餘
地
が
な
い

。（
か
く
し
て
）
海
内
の
求
學
の
士
は
、
み
な
（
晩
出
『
尚
書
』
が
僞
作
で
あ
る
と
）
十
分
に
理
解
す
る

（12）

よ
う
に
な
り
、
（
い
ま
の
）
經
學
が
極
め
て
盛
ん
な
さ
ま
は
、
漢
代
の
博
士
が
古
文
を
押
さ
え
つ
け
た
こ
と
や
、
唐
代
の
『
五
經
正
義
』

が
馬
融
注
・
鄭
玄
注
を
用
い
な
か
っ
た
こ
と
に
比
べ
れ
ば
遙
か
に
す
ぐ
れ
て
お
り
、
は
か
り
し
れ
な
い
ほ
ど
の
違
い
で
あ
る
。

【
第
四
節
】

顧
作
僞
者
、
既
服
其
罪
矣
、
而
古
文
三
十
一
篇
、
字
因
天
寶
・
開
寶
之
舊
、
是
以
唐
之
今
文
『
尚
書
』
亂
之
也
。
其
不
可
一
也
。

た
だ
、
僞
古
文
『
尚
書
』
の
僞
作
者
は
そ
の
罪
に
服
し
た
も
の
の
、
一
方
、（
眞
古
文
『
尚
書
』
と
さ
れ
て
き
た
）
古
文
三
十
一
篇
の

部
分
に
つ
い
て
見
る
と

、
そ
の
字
句
は
天
寶
・
開
寶
の
古
い
改
字
に
從
っ
た
ま
ま
で

、
こ
れ
は
、
唐
の
今
文
『
尚
書
』
に
よ
っ
て
（
眞

（13）

（14）

古
文
『
尚
書
』
の
字
句
を
）
亂
す
行
爲
で
あ
る
。
こ
れ
が
、（
古
文
『
尚
書
』
三
十
一
篇
の
）
不
可
な
る
點
の
第
一
で
あ
る

。
（15）
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【
第
五
節
】

好
尚
新
奇
之
輩
、
自
唐
至
今
、
有
集
古
篆
繕
寫
之
『
尚
書
』
、
號
壁
中
本
二
十
五
篇
皆
在
焉
。
是
作
僞
於
僞
古
文
既
出
之
後
也
。

其
不
可
二
也
〔
原
注
：
『
經
典
釋
文
』
敘
錄
曰
「
今
宋
・
齊
舊
本
及
徐
・
李
等
音
所
有
古
字
、
葢
亦
無
幾
。
穿
鑿
之
徒
、
務
欲
立
異
、
依

字
部
、

改
變
經
文
、
疑
惑
後
生
、
不
可
承
用
」
。
按
、
此
則
自
唐
以
前
久
有
此
僞
書
。
葢
集
『
説
文
』
、
『
字
林
』、
魏
石
經
及
一
切
離
奇
之
字
、
爲
之
傳
。
至

郭
忠
恕
作
『
古
文
尚
書
釋
文
』、
此
非
陸
德
明
『
釋
文
』
也
。
徐
楚
金
・
賈
昌
朝
・
夏
竦
・
丁
度
・
宋
次
道
・
王
仲
至
・
晁
公
武
・
宋
公
序
・
朱
元
晦

・
蔡
仲
默
・
王
伯
厚
、
皆
見
之
。
公
武
刻
石
於
蜀
、
薛
季
宣
取
爲
『
書
古
文
訓
』。
此
書
僞
中
之
僞
、
不
足
深
辨
、
故
偶
一
辨
之
而
已
。
今
或
以
爲
此

卽
僞
孔
序
所
謂
「
隸
古
」
者
、
亦
非
也
〕
。

新
奇
を
好
み
尊
ぶ
人
々
は
、
唐
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
（
何
度
も
）
古
文
や
篆
書
を
集
め
て
書
寫
し
た
『
尚
書
』
を
作
り
、
孔
氏
壁

中
本
の
『
尚
書
』
二
十
二
篇
は
み
な
こ
こ
に
あ
る
と
喧
傳
し
て
き
た
。
こ
れ
は
僞
古
文
『
尚
書
』
が
出
現
し
た
後
に
さ
ら
に
僞
を
加
え
た

も
の
で
あ
る
。
不
可
な
る
點
の
第
二
で
あ
る
〔
原
注
：
『
經
典
釋
文
』
敍
錄
に
「
今
、
宋
代
・
齊
代
の
舊
本
や
徐
邈
・
李
軌
な
ど
の
音
義
書
に
見
え
る

古
字
は
、
大
し
た
數
で
は
な
い
。
（
と
こ
ろ
が
）
牽
強
付
會
す
る
人
々
が
、
異
を
唱
え
る
こ
と
ば
か
り
心
が
け
、
字
の
偏
旁
に
依
據
し
て
經
文
を
改
變
し
た

も
の
で
、
後
の
學
者
を
疑
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
受
け
繼
い
で
は
な
ら
な
い

」
と
云
う
。
わ
た
く
し
が
考
え
る
に
、
こ
れ
は
つ
ま
り
、
唐
代
以
前
か

（16）

ら
と
っ
く
に
こ
の
種
の
僞
書
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、『
説
文
』
や
『
字
林
』
、
魏
の
石
經
や
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
奇
妙
な
字
を
集
め
、

傳
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
郭
忠
恕
が
作
っ
た
『
古
文
尚
書
釋
文
』
と
も
な
る
と

、
こ
れ
は
も
は
や
陸
德
明
『
釋
文
』
で
な
い
。
徐
楚
金
（
徐
鍇
）
・
賈
昌
朝

（17）
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・
夏
竦
・
丁
度
・
宋
次
道
（
宋
敏
求
）・
王
仲
至
（
王
欽
臣
）・
晁
公
武
・
宋
公
序
（
宋
庠
）・
朱
元
晦
（
朱
熹
）・
蔡
仲
默
（
蔡
沈
）
・
王
伯
厚
（
王
應
麟
）

ら
は
、
み
な
こ
れ
を
見
て
い
た

。
晁
公
武
は
（
こ
れ
を
）
蜀
の
地
で
石
に
刻
み

、
薛
季
宣
は
こ
れ
を
利
用
し
て
『
書
古
文
訓
』
を
作
っ
た

。
こ
の
書
は

（18）

（19）

（20）

僞
中
の
僞
で
あ
っ
て
、
し
つ
こ
く
論
じ
る
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
書
に
お
い
て
は
時
お
り
僞
を
辨
ず
る
に
と
ど
め
た

。
現
在
も
、
こ
の
『
書

（21）

古
文
訓
』
を
僞
孔
傳
の
序
に
い
う
「
隸
古
（
古
文
を
隸
書
で
書
寫
し
た
も
の
）」
と
見
る
者
も
い
る
が

、
こ
れ
も
や
は
り
誤
り
で
あ
る
〕
。

（22）

【
第
六
節
】

歐
陽
・
夏
矦
『
尚
書
』、
佚
見
於
『
尚
書
大
傳
』
、『
漢
石
經
』
、『
史
記
』、
兩
『
漢
書
』
、『
三
國
志
』
注
、「
三
都
賦
」
注
、『
尚
書

緯
』、『
尚
書
正
義
』
者
。
或
盡
舉
以
改
竄
經
文
、
是
以
漢
之
今
文
『
尚
書
』
亂
之
也
。
其
不
可
三
也
。

歐
陽
氏
・
夏
矦
氏
の
『
尚
書
』
は

、
そ
の
佚
文
が
『
尚
書
大
傳
』
、
『
漢
石
經
』
、
『
史
記
』、
兩
『
漢
書
』
、『
三
國
志
』
注
、『
文
選
』

（23）

三
都
賦
注
、『
尚
書
緯
』、『
尚
書
正
義
』
に
見
え
る
。（
こ
の
歐
陽
氏
・
夏
矦
氏
『
尚
書
』
の
佚
文
を
）
こ
と
ご
と
く
用
い
て
（
現
行
の
）

經
文
を
改
竄
す
る
者
も
い
る
が
、
こ
れ
は
漢
の
今
文
『
尚
書
』
に
よ
っ
て
（
眞
古
文
『
尚
書
』
の
字
句
を
）
亂
す
行
爲
で
あ
る
。
不
可
な

る
點
の
第
三
で
あ
る

。
（24）
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【
第
七
節
】

『
説
文
解
字
』
所
偁
『
尚
書
』
多
不
與
經
同
、
由
孔
安
國
以
今
字
讀
易
其
字
、
而
許
君
存
其
舊
。
如
『
周
禮
』
經
杜
子
春
・
二
鄭

讀
易
其
字
、
傳
寫
者
既
從
所
讀
、
而
注
中
存
其
故
書
之
舊
。『
周
禮
』
不
得
盡
改
從
「
故
書
」、
則
『
尚
書
』
不
得
盡
改
從
『
説
文
』

也
。
必
改
從
『
説
文
』、
則
非
漢
人
之
舊
、
且
或
取
經
傳
諸
子
所
偁
『
尚
書
』、
以
改
『
尚
書
』、
是
『
尚
書
』
身
無
完
膚
矣
。
其
不

可
四
也
〔
原
注
：
嘗
謂
、
五
十
六
篇
之
書
、
以
二
十
五
篇
僞
者
、
雜
廁
諸
三
十
一
篇
眞
者
之
閒
。
如
魚
目
混
於
隨
珠
、
武
夫
混
於
和
璧
、
幸
人
喜
珠

璧
可
寶
、
則
倂
魚
目
武
夫
寶
之
。
未
有
疵
纇
其
隨
珠
、
㓠
缺
其
和
璧
、
以
雜
廁
之
魚
目
武
夫
之
閒
、
致
兩
用
不
讎
者
。
當
作
僞
時
、
杜
林
之
『
桼
書

古
文
尚
書
』
、
衞
宏
之
『
古
文
尚
書
訓
旨
』、
賈
逵
之
『
古
文
尚
書
訓
』、
馬
融
之
『
古
文
尚
書
傳
』、
鄭
君
之
『
古
文
尚
書
注
解
』、
皆
存
天
下
、
皆
曉

然
知
此
等
爲
孔
安
國
遞
傳
之
本
。
作
僞
者
、
安
肎
點
竄
涂
改
三
十
一
篇
字
句
、
變
其
面
目
、
令
與
衞
賈
馬
鄭
不
類
、
以
啓
天
下
之
疑
而
動
天
下
之
兵

也
。
是
以
雖
析
一
爲
二
、
而
「
愼
徽
」
之
上
、
終
未
箸
一
字
。
後
有
愚
者
乃
爲
之
。
學
者
得
此
説
而
求
之
、
思
過
半
矣
〕
。

葢
僞
孔
傳
本
與
馬
鄭
本
之
不
同
、
梗
槩
已
見
於
『
釋
文
』、『
正
義
』、
不
當
於
『
釋
文
』、『
正
義
』
外
、

其
妄
竄
。

『
説
文
解
字
』
に
舉
げ
る
『
尚
書
』
の
文
の
多
く
が
（
現
行
『
尚
書
』
の
）
經
文
と
異
な
る
が

、
そ
れ
は
孔
安
國
が
今
字
に
よ
っ
て

（25）

（
壁
中
『
尚
書
』
の
）
字
を
讀
み
替
え
た
の
に
對
し

、
許
愼
は
そ
の
も
と
の
字
を
保
存
し
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
は
、『
周
禮
』
に
お
い

（26）

て
、
杜
子
春
や
鄭
衆
・
鄭
玄
が
古
字
を
讀
み
替
え
て
お
り
、
後
に
（
經
文
を
）
傳
え
寫
し
た
者
が
そ
の
讀
み
替
え
ら
れ
た
字
に
從
っ
た
も

の
の
、
注
で
は
「
故
書
」
の
も
と
の
字
を
と
ど
め
た
の
と
同
じ
で
あ
る

。『
周
禮
』
を
す
べ
て
「
故
書
」
に
從
っ
て
改
め
て
は
な
ら
な
い

（27）
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の
と
同
じ
く
、
『
尚
書
』
も
『
説
文
』
に
從
っ
て
す
べ
て
改
め
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ど
う
し
て
も
『
説
文
』
に
從
っ
て
改
め
よ
う

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
漢
代
の
人
の
も
と
の
『
尚
書
』
の
字
句
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
ま
し
て
や
經
傳
諸
子
の
書
に
舉
げ
る
『
尚
書
』

を
採
っ
て
『
尚
書
』
を
改
め
る
と
な
る
と
、『
尚
書
』
は
不
全
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
不
可
な
る
點
の
第
四
で
あ
る

〔
原
注

（28）

：
わ
た
く
し
は
常
々
こ
う
考
え
て
い
る
。
（
現
行
の
）
五
十
六
篇
『
尚
書
』
は
、
僞
作
二
十
五
篇
が
、
眞
の
三
十
一
篇
の
間
に
は
め
こ
ま
れ
て
い
る

。
こ

（29）

れ
は
魚
目
が
隨
矦
の
珠
に
混
ぜ
ら
れ

、
武
夫
の
石
が
和
氏
の
璧
に
混
ぜ
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
で

、
人
々
が
珠
と
璧
と
を
喜
び
寶
と
し
た
お
か
げ
で
、
そ

（30）

（31）

れ
と
と
も
に
魚
目
や
武
夫
の
石
も
寶
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
隨
矦
の
珠
を
傷
つ
け
、
そ
の
和
氏
の
璧
を
缺
い
て

、
こ
れ
ら
を
魚
目
や
武

（32）

夫
の
石
の
閒
に
混
ぜ
て
配
置
し
、
結
局
、
兩
方
と
も
賣
れ
な
い
狀
態
に
し
た

、
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
僞
作
が
な
さ
れ
た
時
代
、
杜
林
の
『
桼

（33）

書
古
文
尚
書
』
、
衞
宏
の
『
古
文
尚
書
訓
旨
』、
賈
逵
の
『
古
文
尚
書
訓
』
、
馬
融
の
『
古
文
尚
書
傳
』
、
鄭
玄
の
『
古
文
尚
書
注
解
』
が
、
い
ず
れ
も
ま
だ

天
下
に
存
在
し
て
お
り
、
人
々
は
み
な
は
っ
き
り
と
こ
れ
ら
の
書
が
孔
安
國
よ
り
傳
承
さ
れ
た
眞
本
で
あ
る
と
分
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る

。
僞
作
者
が
、

（34）

ど
う
し
て
三
十
一
篇
の
部
分
の
字
句
を
改
竄
し

、
そ
の
面
目
を
變
え
、
衞
・
賈
・
馬
・
鄭
の
本
と
似
な
い
よ
う
に
し
、
天
下
の
疑
い
を
招
い
て
天
下
の
兵

（35）

を
動
か
す
よ
う
な
こ
と
を
す
る
だ
ろ
う
か

。
そ
れ
ゆ
え
に
、
確
か
に
（
堯
典
）
一
篇
を
分
け
て
（
堯
典
・
舜
典
の
）
二
篇
に
し
は
し
た
が
、
（
分
割
し
た

（36）

後
半
部
分
の
冒
頭
、
）「
愼
徽
」
の
語
の
上
に
、
結
局
は
一
字
た
り
と
も
付
け
足
さ
な
か
っ
た

。
後
に
な
っ
て
愚
か
な
者
が
現
れ
、
な
ん
と
ま
あ
こ
れ
を
し

（37）

た
わ
け
だ

。
求
學
の
士
が
こ
の
説
を
知
っ
て
探
究
す
れ
ば
、
（
僞
作
者
が
眞
古
文
の
殘
っ
て
い
た
部
分
に
は
手
を
加
え
な
か
っ
た
こ
と
が
）
十
分
に
分
か

（38）

る
だ
ろ
う

〕
。

（39）

思
う
に
、
僞
孔
傳
本
と
馬
融
・
鄭
玄
本
の
異
な
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
梗
槪
は
『
釋
文
』
と
『
正
義
』
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、『
釋
文
』
と
『
正
義
』
に
記
載
の
無
い
も
の
を
、（
僞
孔
傳
本
の
）
妄
改
と
斷
じ
て
は
な
ら
な
い

。
（40）
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【
第
八
節
】

至
若
兩
漢
、
博
士
治
歐
陽
・
夏
矦
『
尚
書
』、
載
在
令
甲
。
漢
人
詔

章
奏
、
皆
用
博
士
所
習
者
。
至
後
漢
、
衞
賈
馬
鄭
迭
興
、

古
文
之
學
始
盛
。
約
而
論
之
、
漢
諸
帝
・
伏
生
・
歐
陽
氏
・
夏
矦
氏
・
司
馬
遷
・
董
仲
舒
・
王
褒
・
劉
向
・
谷
永
・
孔
光
・
王
舜
・

李
尋
・
楊
雄
・
班
固
・
梁
統
・
楊
賜
・
蔡
邕
・
趙
岐
・
何
休
・
王
充
・
劉
珍
、
皆
治
歐
陽
・
夏
矦
『
尚
書
』
者
。
孔
安
國
・
劉
歆
・

杜
林
・
衞
宏
・
賈
逵
・
徐
巡
・
馬
融
・
鄭
康
成
・
許
愼
・
應
卲
・
徐
榦
・
韋
昭
・
王
粲
・
虞
翻
、
皆
治
古
文
『
尚
書
』
者
。
皆
可
參

伍
鉤
考
而
得
之
。
馬
班
之
書
全
用
歐
陽
・
夏
矦
字
句
、
馬
氏
偶
有
古
文
説
而
已
〔
原
注
：
『
漢
書
』
儒
林
傳
曰
「
司
馬
遷
亦
從
安
國
問
故
。

遷
書
載
堯
典
・
禹
貢
・
洪
範
・
微
子
・
金
縢
諸
篇
、
多
古
文
説
」
。
按
、
此
謂
諸
篇
有
古
文
説
耳
、
非
謂
其
文
字
多
用
古
文
也
。
『
五
經
異
義
』
每
云

「
古
某
説
」
「
今
某
説
」
、
皆
謂
其
義
、
非
謂
其
文
字
。
如
説
「
内
于
大
麓
」
云
「
堯
使
舜
入
山
林
川
澤
」
、
不
云
「
大
錄
萬
機
之
政
」
、
説
「
禹
貢
」

云
「
天
子
之
國
千
里
、
以
外
甸
矦
綏
要
荒
、
每
服
五
百
里
、
方
六
千
里
」
、
不
云
「
甸
服
千
里
、
加
矦
綏
要
荒
、
每
服
五
百
里
、
方
五
千
里
」
、
説
「
洪

範
」
云
「
思
曰
睿
」、
不
云
「
思
心
曰
容
」、
説
「
微
子
」
云
「
大
師
若
曰
、
今
誠
得
治
國
、
死
不
恨
、
不
得
治
、
不
如
去
」、
不
云
「
微
子
若
曰
、
我

舊
云
孩
子
、
王
子
不
出
」、
説
「
金
縢
」、
雖
用
今
文
説
、
而
亦
云
「
或
譖
周
公
、
周
公
奔
楚
、
成
王
發
府
見
周
公
禱
書
、
乃
泣
反
周
公
」。
此
皆
古
文

説
之
異
於
今
文
家
、
約
略
可
言
者
也
。
至
其
文
字
則
多
同
歐
陽
・
夏
矦
。
葢
司
馬
雖
從
安
國
問
、
班
雖
讀
蘭
臺
書
、
而
不
暇
致
詳
也
。
玉
裁
此
書
、

詳
於
字
、
而
略
於
説
。
字
之
異
同
、
笮
遮
覈
實
、
願
就
正
通
邑
大
都
賢
人
君
子
焉
〕
。

兩
漢
時
代
、
博
士
が
歐
陽
・
夏
矦
の
『
尚
書
』
を
治
め
る
こ
と
と
さ
れ
、
法
令
に
記
載
さ
れ
て
い
た

。
よ
っ
て
漢
人
の
詔
勅
、
上
奏

（41）
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文
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
『
尚
書
』
の
引
文
は
、
す
べ
て
博
士
が
習
っ
た
も
の
を
用
い
た

。
後
漢
に
入
る
と
、
衞
宏
・
賈
逵
・
馬
融
・
鄭

（42）

玄
が
次
々
に
興
り
、
古
文
の
學
が
よ
う
や
く
盛
ん
に
な
っ
た
。
ま
と
め
て
言
え
ば
、
漢
の
諸
帝
・
伏
生
・
歐
陽
氏
・
夏
矦
氏
・
司
馬
遷
・

董
仲
舒
・
王
褒
・
劉
向
・
谷
永
・
孔
光
・
王
舜
・
李
尋
・
楊
雄
・
班
固
・
梁
統
・
楊
賜
・
蔡
邕
・
趙
岐
・
何
休
・
王
充
・
劉
珍
は
、
み
な

歐
陽
・
夏
矦
の
『
尚
書
』
を
治
め
た
者
だ

。
孔
安
國
・
劉
歆
・
杜
林
・
衞
宏
・
賈
逵
・
徐
巡
・
馬
融
・
鄭
康
成
・
許
愼
・
應
卲
・
徐
榦

（43）

・
韋
昭
・
王
粲
・
虞
翻
は
、
み
な
古
文
『
尚
書
』
を
治
め
た
者
だ

。
い
ず
れ
も
、
比
較
檢
討
す
れ
ば
分
か
る

。
司
馬
遷
・
班
固
の
書
は

（44）

（45）

全
て
歐
陽
・
夏
矦
『
尚
書
』
の
字
句
を
用
い
て
お
り
、
司
馬
遷
に
時
お
り
古
文
説
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
〔
原
注
：
『
漢
書
』
儒
林
傳
に
い
う
、「
司

馬
遷
も
ま
た
孔
安
國
に
從
っ
て
「
故
」（
義
説
）
を
問
う
た
。
司
馬
遷
の
書
に
、
堯
典
・
禹
貢
・
洪
範
・
微
子
・
金
縢
諸
篇
の
内
容
を
載
せ
る
が
、
古
文
説

が
多
い
」
と

。
わ
た
く
し
が
考
え
る
に
、
こ
れ
は
、
そ
れ
ら
諸
篇
に
古
文
説
が
あ
る
こ
と
を
言
う
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
文
字
が
多
く
古
文
を
用
い
る
こ
と
を

（46）

言
う
の
で
は
な
い
。
『
五
經
異
義
』
は
こ
と
ご
と
に
「
古
某
説
」
「
今
某
説
」
と
い
う
が

、
こ
れ
は
い
ず
れ
も
そ
の
義
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

（47）

文
字
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
（
『
史
記
』
は
）
「
内
于
大
麓
」
を
説
い
て
「
堯
は
舜
を
山
林
川
澤
に
入
ら
せ
た
」
と
い
う
が
、
「
あ
ら

ゆ
る
政
務
を
大
い
に
管
理
さ
せ
た
」
と
は
い
わ
な
い
し

、
「
禹
貢
」
を
説
い
て
「
天
子
の
國
は
千
里
、
そ
の
外
に
甸
・
矦
・
綏
・
要
・
荒
、
每
服
五
百
里

（48）

ず
つ
あ
る
か
ら
、
合
わ
せ
て
方
六
千
里
」
と
い
う
が
、「
ま
ず
甸
服
が
千
里
、
次
に
矦
・
綏
・
要
・
荒
を
加
え
、
每
服
五
百
里
ず
つ
あ
る
か
ら
、
合
わ
せ
て

方
五
千
里
」
と
は
い
わ
な
い
し

、「
洪
範
」
を
説
い
て
「
思
、
睿
と
曰
う
」
と
云
う
が
、「
思
心
、
容
と
曰
う
」
と
は
云
わ
な
い
し

、「
微
子
」
を
説
い
て
、

（49）

（50）

「
大
師
が
言
う
に
は
、
今
ま
こ
と
に
國
を
治
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
死
ん
で
も
恨
み
は
な
い
。
治
め
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
（
國
を
）
去
る
の
が
一

番
だ
」
と
い
う
が
、
「
微
子
が
言
う
に
は
、
私
は
か
つ
て
赤
子
に
向
か
っ
て
、
王
子
は
出
る
こ
と
が
な
い
と
言
っ
た
」
と
は
い
わ
な
い
し

、「
金
縢
」
を
説

（51）

い
て
今
文
説
を
用
い
て
は
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
ま
た
、「
あ
る
も
の
は
周
公
の
讒
言
を
し
、
周
公
は
楚
に
奔
っ
た
が
、
成
王
は
府
を
開
い
て
周
公
の
禱
書

を
發
見
し
、
泣
い
て
周
公
を
歸
ら
せ
た
」
と
も
い
っ
て
い
る

。
い
ず
れ
も
、
古
文
説
が
今
文
説
と
異
な
る
こ
と
が
、
ほ
ぼ
言
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の

（52）
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文
字
に
つ
い
て
は
、
多
く
歐
陽
・
夏
矦
の
『
尚
書
』
と
同
じ
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
司
馬
遷
は
孔
安
國
に
從
っ
て
（
義
説
を
）
問
い
、
ま
た
班
固
は
蘭
臺

の
書
を
讀
み
は
し
た
が

、（
古
文
に
つ
い
て
）
詳
し
く
な
る
餘
裕
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
玉

裁
の
こ
の
書
は
、「
字
」（
經
の
字
句
）
に
詳
細
で
あ
り
、

わ
た
く
し

（53）

「
説
」（
經
の
義
説
）
の
方
は
簡
略
で
あ
る
。
字
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
繰
り
返
し
追
究
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
の
疑
義
を
塞
ぎ
、
事
實
を
明
ら
か
に
し
た

。
大
都
會

の
賢
人
君
子
に
正
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
と
願
う

〕
。

（54）

（55）

（56）

【
第
九
節
】

賈
逵
分
別
古
今
、
劉
陶
是
正
文
字
、
其
書
皆
不
存
。
今
廣
蒐
補
闕
、
因
篇
爲
卷
、
略
於
義
説
、
文
字
是
詳
、
正
晉
唐
之
妄
改
、
存

周
漢
之
駁
文
。
取
賈
逵
傳
語
、
名
曰
『
古
文
尚
書
撰
異
』。
知
難
語
於
識
大
、
亦
庶
幾
乎
不
賢
。

（
か
つ
て
後
漢
の
）
賈
逵
は
古
文
・
今
文
を
分
別
し

、
劉
陶
は
文
字
を
是
正
し
た
が

、
そ
れ
ら
の
書
は
い
ず
れ
も
現
存
し
な
い
。
今
、

（57）

（58）

廣
く
資
料
を
集
め
て
闕
け
て
し
ま
っ
た
部
分
を
補
い
、『
尚
書
』
の
篇
に
よ
っ
て
卷
を
區
切
り
、
義
説
に
つ
い
て
は
簡
略
に
、
文
字
に
つ

い
て
は
詳
細
に
し
、
晉
代
・
唐
代
の
妄
改
を
正
し
、
周
代
・
漢
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
字
を
と
ど
め
た
。『
後
漢
書
』
賈
逵
傳
の
語
を
取
っ

て

、『
古
文
尚
書
撰
異
』
と
名
付
け
る
。（
文
武
の
道
の
）
重
大
な
こ
と
に
つ
い
て
は
語
り
難
い
と
心
得
て
い
る
が
、
小
さ
な
こ
と
で
あ

（59）

れ
ば
、
私
に
も
近
付
く
こ
と
が
で
き
よ
う
か

。
（60）
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注（
１
）「
乾
隆
四
十
七
年
、
玉
裁
自
巫
山
引
疾
歸
」

巫
山
は
現
在
の
湖
北
省
と
重
慶
市
の
境
界
附
近
の
縣
。
段
氏
は
、
乾
隆
四
十
三
年
に

巫
山
縣
知
縣
に
補
せ
ら
れ
た
（
『
經
韵
樓
集
』
卷
七
「
祭
戴
東
原
先
生
文
」
、
お
よ
び
光
緖
『
巫
山
縣
志
』
秩
官
、
國
朝
巫
山
縣
知
縣
）
。
な
お
、

四
川
か
ら
金
壇
に
歸
鄕
し
た
年
に
つ
き
、
劉
盼
遂
『
段
玉
裁
先
生
年
譜
』（
民
國
二
十
五
年
、
北
平
來
薰
閣
書
店
排
印
本
、
一
九
頁
）
は
、

乾
隆
四
十
五
年
（
庚
子
）
に
「
先
生
以
父
年
已
七
十
一
、
請
終
養
。
以
未
合
例
奉
駁
、
遂
稱
疾
致
仕
歸
」
と
い
い
、
さ
ら
に
翌
四

十
六
年
（
辛
丑
）
四
月
、
そ
の
歸
途
に
南
京
に
い
た
錢
大
昕
を
訪
問
し
た
と
い
う
。
段
氏
「
重
刊
明
道
二
年
國
語
序
」（
『
經
韵
樓
集
』

卷
八
）
に
「
辛
丑
、
乃
自
蜀
歸
金
壇
」
と
あ
り
、「
八
十
自
序
」（
同
書
、
卷
八
）
に
「
至
辛
丑
、
引
疾
歸
金
壇
」
と
あ
り
、
ま
た
『
撰

異
』
卷
十
三
、
洪
範
「
貌
曰
恭
」
に
「
辛
丑
之
四
月
、
自
四
川
引
疾
歸
」
と
あ
る
。
四
十
五
年
に
病
氣
を
口
實
に
辭
職
し
、
翌
年
、

歸
鄕
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
段
氏
が
「
乾
隆
四
十
七
年
」
と
い
う
の
は
、
實
情
に
合
わ
な
い
。

（
２
）「
『
説
文
解
字
讀
』
五
百
四
十
卷
」

『
説
文
解
字
讀
』
は
、
段
氏
が
『
撰
異
』
と
同
時
期
に
執
筆
し
て
い
た
『
説
文
』
の
注
釋
で

あ
り
、
そ
の
殘
本
が
中
國
國
家
圖
書
館
に
『
説
文
解
字
讀
』（
卷
一
〜
六
、
卷
八
の
計
七
册
）
と
し
て
藏
さ
れ
、
ま
た
そ
の
影
印
本
（
北

京
師
範
大
學
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
も
あ
る
。
な
お
、
陳
鴻
森
氏
「
段
玉
裁
『
説
文
注
』
的
另
一
側
面
」（
『
淸
代
學
術
史
叢
考
』
臺
灣

學
生
書
局
、
二
〇
一
九
年
、
五
三
三
頁
、
五
三
八
頁
）
に
よ
れ
ば
、「
五
百
四
十
卷
」
と
い
う
の
は
實
態
に
卽
し
て
お
ら
ず
、
段
氏
の
虛

構
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
『
説
文
』
の
篇
數
に
基
づ
き
、『
説
文
解
字
讀
』
は
も
と
も
と
十
四
卷
か
十
五
卷
で
あ
っ
た
と
推
測
可
能
で
あ
る
）
。

な
お
、
こ
の
『
説
文
解
字
讀
』
と
『
古
文
尚
書
撰
異
』
が
同
時
期
に
書
か
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
内
容
上
の
關
聯
も
大
き
い
こ
と
に

つ
い
て
も
、
陳
氏
の
同
論
文
（
五
三
〇
〜
五
三
一
頁
）
を
參
照
。

（
３
）「
爲
『
古
文
尚
書
撰
異
』
三
十
二
卷
」

『
撰
異
』
の
基
礎
と
な
っ
た
『
書
經
小
學
』
に
つ
い
て
は
［
補
説
一
］
を
、
撰
異
に
臧
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庸
や
錢
大
昕
が
注
を
施
し
た
資
料
に
つ
い
て
は
［
補
説
二
］
を
、
執
筆
動
機
に
つ
い
て
は
［
補
説
三
］
を
そ
れ
ぞ
れ
參
照
。

（
４
）「
始
箸
雝
涒
灘
、
迄
重
光
大
淵
獻
皋
月
乃
成
」

「
箸
雝
涒
灘
」
は
戊
申
歳
、
乾
隆
五
十
三
年
、
一
七
八
八
年
。「
重
光
大
淵
獻
」

は
辛
亥
歳
、
乾
隆
五
十
六
年
、
一
七
九
一
年
。
『
爾
雅
』
釋
天
に
基
づ
く
、
太
歳
紀
年
と
呼
ば
れ
る
記
年
法
。
原
稿
が
完
成
し
た

の
は
乾
隆
五
十
六
年
五
月
と
見
て
よ
い
が
、
陳
氏
「
段
玉
裁
『
説
文
注
』
的
另
一
側
面
」（
五
三
五
頁
）
に
よ
れ
ば
、
翌
五
十
七
年

七
月
五
日
に
段
玉
裁
が
劉
台
拱
に
與
え
た
書
信
（
「
與
劉
端
臨
第
九
書
」、
劉
盼
遂
『
經
韵
樓
文
集
補
編
』
卷
下
、
六
頁
）
に
、「
月
底
梓
人

將
到
、『
尚
書
』
之
刻
不
能
已
」
と
見
え
て
お
り
、
そ
の
頃
に
ち
ょ
う
ど
刊
刻
中
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
５
）「
冣
」

通
行
字
は
「
最
」
だ
が
、
段
氏
の
用
字
は
「
冣
」
で
あ
る
。『
説
文
解
字
注
』
七
篇
下
、
冖
部
、
冣
「
冣
、
積
也
」
の
段

注
に
「
冣
與
聚
音
義
皆
同
、
與
冃
部
之
最
音
義
皆
別
」
と
あ
り
、
ま
た
七
篇
下
、
冃
部
、
最
「
最
、
犯
取
也
」
の
段
注
に
「
冣
之

字
訓
積
、
最
之
字
訓
犯
取
。
二
字
義
殊
而
音
亦
殊
」
と
あ
る
。
段
氏
の
『
説
文
』
に
基
づ
く
用
字
の
例
は
多
い
が
、
以
下
、
注
21

以
外
は
省
略
し
た
。

（
６
）「
漢
博
士
之
抑
古
文
」

一
例
に
、
前
漢
末
に
劉
歆
が
古
文
の
學
を
博
士
に
立
て
る
よ
う
奏
上
し
た
が
、
反
對
を
受
け
、
成
功
し
な

か
っ
た
こ
と
が
舉
げ
ら
れ
る
。『
漢
書
』
楚
元
王
傳
に
「
及
歆
親
近
、
欲
建
立
『
左
氏
春
秋
』
及
『
毛
詩
』、『
逸
禮
』、
古
文
『
尚

書
』、
皆
列
於
學
官
。
哀
帝
令
歆
與
五
經
博
士
講
論
其
義
、
諸
博
士
或
不
肯
置
對
」
と
あ
る
。

（
７
）「
馬
鄭
不
注
古
文
逸
篇
」

馬
融
や
鄭
玄
は
眞
古
文
を
見
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
う
ち
今
文
『
尚
書
』
と
重
な
ら
な
い
部
分
（
「
古
文

逸
篇
」
）
に
は
注
釋
を
附
さ
な
か
っ
た
、
と
段
氏
は
考
え
た
。
な
お
こ
れ
に
は
、
『
經
典
釋
文
』
敍
錄
に
「
案
今
馬
・
鄭
所
注
、
竝

伏
生
所
誦
、
非
古
文
也
。
孔
氏
之
本
絶
、
是
以
馬
・
鄭
・
杜
預
之
徒
、
皆
謂
之
逸
書
」
と
あ
る
よ
う
に
、
馬
融
や
鄭
玄
が
注
し
た

の
は
、
今
文
『
尚
書
』
で
あ
っ
た
と
す
る
異
説
も
あ
る
。
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（
８
）「
天
寶
之
改
字
」

唐
の
天
寶
三
載
（
七
四
四
）
に
、
玄
宗
が
衞
包
に
命
じ
て
古
文
『
尚
書
』
を
今
文
に
改
め
た
こ
と
を
指
す
。『
新

唐
書
』
藝
文
志
に
「
『
今
文
尚
書
』
十
三
卷
。
開
元
十
四
年
、
玄
宗
以
洪
範
「
無
偏
無
頗
」
聲
不
協
、
詔
改
爲
「
無
偏
無
陂
」。
天

寶
三
載
、
又
詔
集
賢
學
士
衞
包
改
古
文
從
今
文
」
と
の
記
載
が
あ
り
、
ま
た
『
册
府
元
龜
』
卷
五
十
に
、
玄
宗
の
天
寶
三
載
の
詔

を
引
い
て
「
朕
欽
惟
載
籍
、
討
論
墳
典
、
以
爲
先
王
令
範
、
莫
越
於
唐
虞
。
上
古
遺
書
、
實
稱
於
訓
誥
。
雖
百
篇
奧
義
、
前
代
或

亡
、
而
六
體
奇
文
、
舊
規
猶
在
。
但
以
古
先
所
制
、
有
異
於
當
今
、
傳
寫
浸
訛
、
有
疑
於
後
學
。
永
言
刊
革
、
必
在
從
宜
。『
尚

書
』
應
是
古
體
文
字
、
竝
依
今
字
繕
寫
施
行
。
典
謨
無
乖
於
古
訓
、
庶
遵
簡
易
、
有
益
于
將
來
。
其
舊
本
乃
藏
之
書
府
」
と
い
う
。

『
日
知
錄
』
卷
二
十
一
「
五
經
古
文
」、
お
よ
び
『
經
義
考
』
卷
七
十
八
、
書
七
「
唐
孝
明
皇
帝
今
文
尚
書
」
を
參
照
。

（
９
）「
宋
開
寶
之
改
釋
文
」

王
應
麟
『
玉
海
』
に
よ
れ
ば
、
後
周
顯
德
六
年
（
九
五
九
）
に
郭
忠
恕
が
古
文
『
尚
書
』
と
『
尚
書
釋
文
』

を
校
定
し
、
さ
ら
に
宋
の
開
寶
五
年
（
九
七
二
）
に
李
昉
に
校
定
さ
せ
て
「
開
寶
新
定
尚
書
釋
文
」
と
名
付
け
た
。『
玉
海
』
卷
三

十
七
、
藝
文
、「
開
寶
尚
書
釋
文
」
に
「
唐
陸
德
明
『
釋
文
』
用
古
文
。
後
周
顯
德
六
年
、
郭
忠
恕
定
古
文
刻
板
〔
忠
恕
定
古
文
『
尚

書
』
幷
『
釋
文
』
〕
。
太
祖
命
判
國
子
監
周
惟
簡
等
重
修
。
開
寶
五
年
二
月
、
詔
翰
林
學
士
李
昉
校
定
上
之
。
詔
名
『
開
寶
新
定
尚
書

釋
文
』。
咸
平
二
年
十
月
乙
丑
、
孫
奭
請
摹
印
『
古
文
尚
書
音
義
』〔
『
唐
志
』
、
顧
彪
『
古
文
音
義
』
五
卷
、
王
儉
『
音
義
』
四
卷
〕
、
與

『
新
定
釋
文
』
竝
行
、
從
之
〔
奭
言
、『
古
文
尚
書
釋
文
』
印
板
猶
存
、
請
雕
印
〕
。
天
聖
八
年
九
月
十
二
日
、
雕
『
新
定
釋
文
』。
晁
氏

『
志
』（
引
用
者
注
：
晁
公
武
『
郡
齋
讀
書
志
』
。
注

を
參
照
）
「
古
文
『
尚
書
』
十
三
卷
」、
孔
安
國
以
隸
古
定
〔
以
隸
寫
籕
〕
、
自
漢

18

迄
唐
、
行
於
學
官
。
明
皇
改
從
今
文
、
由
是
古
文
遂
絶
。
陸
德
明
獨
存
其
一
二
於
『
釋
文
』。
呂
大
防
得
本
於
宋
次
道
・
王
仲
至

家
、
以
校
『
釋
文
』、
雖
小
有
異
同
、
而
大
體
相
類
〔
『
中
興
書
目
』、
古
文
『
尚
書
』
二
卷
、
鄭
樵
書
考
六
卷
、
考
證
古
今
文
同
異
〕
。『
國

史
志
』、
唐
孝
明
寫
以
今
字
、
藏
其
舊
本
。
開
寶
別
定
今
文
音
義
、
與
古
文
竝
行
。「
經
典
序
錄
」
、「
近
唯
崇
古
文
、
馬
・
鄭
・
王
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注
遂
廢
。
今
以
孔
氏
爲
正
、
其
舜
典
一
篇
仍
用
王
肅
本
」」
と
あ
る
。
同
樣
の
記
述
は
、
同
書
、
卷
四
十
三
「
開
寶
校
釋
文
」
に

も
見
え
る
。
た
だ
し
、
北
宋
の
『
釋
文
』
改
定
年
代
に
つ
い
て
、
章
如
愚
『
群
書
考
索
』
卷
二
「
六
經
門
」
に
は
「
宋
朝
開
寶
『
尚

書
釋
文
』、
九
年
二
月
、
翰
林
李
昉
、
知
制
誥
扈
蒙
・
李
穆
上
。
初
准
詔
校
定
『
尚
書
釋
文
』、
乃
詔
以
『
大
宋
開
寶
新
定
』
冠
其

題
、
刻
板
頒
行
。
陸
德
明
『
釋
文
』
用
古
文
『
尚
書
』、
故
命
國
子
博
士
判
監
周
惟
簡
與
太
子
中
舍
陳
鄂
、
重
修
定
焉
」
と
あ
り
、

開
寶
九
年
の
こ
と
と
し
て
い
る
。『
宋
會
要
輯
稿
』
に
は
こ
の
記
載
が
見
え
な
い
。
な
お
、『
尚
書
釋
文
』
の
來
歷
に
關
し
て
は
、

虞
萬
里
「
『
經
典
釋
文
』
單
刊
單
行
考
略
」（
『
楡
枋
齋
學
術
論
集
』
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
を
參
照
。

（

）「
僞
古
文
自
有
宋
朱
子
刱
議
」

「
有
宋
」
は
、
宋
代
の
こ
と
（
朝
代
の
前
に
「
有
」
字
を
加
え
て
二
字
の
熟
語
に
し
た
も
の
）
。
朱
熹
は

10

晩
出
『
尚
書
』
が
僞
作
で
あ
る
と
明
言
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
伏
生
よ
り
傳
わ
る
『
尚
書
』
の
篇
と
、
孔
壁
か
ら
發
見
し
た
と

さ
れ
る
晩
出
『
尚
書
』
の
篇
と
の
間
に
、
質
的
な
差
異
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。『
朱
子
語
類
』
卷
七
十
八
、
尚
書
一
に
「
孔

壁
所
出
『
尚
書
』
、
如
禹
謨
・
五
子
之
歌
・
胤
征
・
泰
誓
・
武
成
・
冏
命
・
微
子
之
命
・
蔡
仲
之
命
・
君
牙
等
篇
、
皆
平
易
。
伏

生
所
傳
、
皆
難
讀
。
如
何
伏
生
偏
記
得
難
底
、
至
於
易
底
全
記
不
得
。
此
不
可
曉
。
如
當
時
誥
命
出
於
史
官
、
屬
辭
須
説
得
平
易
。

若
盤
庚
之
類
再
三
告
戒
者
、
或
是
方
言
、
或
是
當
時
曲
折
説
話
、
所
以
難
曉
」、
ま
た
「
伏
生
『
書
』
多
艱
澀
難
曉
、
孔
安
國
壁

中
『
書
』
卻
平
易
易
曉
。
或
者
謂
伏
生
口
授
女
子
、
故
多
錯
誤
、
此
不
然
。
今
古
書
傳
中
所
引
『
書
』
語
、
已
皆
如
此
、
不
可
曉
」

と
あ
る
。
な
お
一
般
的
に
は
、
『
尚
書
』
の
文
獻
學
的
考
察
を
行
っ
た
最
初
の
學
者
と
し
て
は
、
呉
棫
の
名
が
舉
げ
ら
れ
る
。
例

え
ば
、
『
尚
書
古
文
疏
證
』
卷
八
、
第
一
百
十
三
、
「
言
僞
古
文
自
呉
才
老
始
」
に
「
『
書
』
古
文
、
出
魏
晉
間
。
距
東
晉
建
武
元

年
、
凡
五
十
三
四
年
、
始
上
獻
於
朝
、
立
學
官
。
建
武
元
年
下
到
宋
南
渡
初
八
百
一
十
一
年
、
有
呉
棫
字
才
老
者
出
、
始
以
此
書

爲
疑
、
眞
可
謂
天
啓
其
衷
矣
」
と
あ
る
。
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（

）「
辭
而
闢
之
」

典
據
は
、
楊
雄
『
法
言
』
吾
子
の
「
古
者
、
楊
墨
塞
路
、
孟
子
辭
而
闢
之
、
廓
如
也
。
後
之
塞
路
者
有
矣
、
竊
自

11

比
於
孟
子
」
で
あ
り
、
汪
榮
寶
の
義
疏
に
「
辭
而
闢
之
、
謂
著
書
以
開
通
已
塞
之
路
」
と
い
う
の
で
、
そ
れ
に
沿
っ
て
譯
し
た
。

（

）「
鑄
鼎
象
物
、
物
無
遁
情
」

「
鑄
鼎
象
物
」
の
典
據
は
、
『
春
秋
左
氏
傳
』
宣
公
三
年
「
昔
夏
之
方
有
德
也
、
遠
方
圖
物
、
貢
金

12

九
牧
、
鑄
鼎
象
物
、
百
物
而
爲
之
備
、
使
民
知
神
姦
〔
杜
注
：
象
所
圖
物
、
著
之
于
鼎
〕
」
。
ま
た
、「
物
無
遁
情
」
の
用
例
に
、
陸
贄

「
論
裴
延
齡
姦
蠹
書
」（
『
唐
陸
宣
公
集
』
卷
二
十
一
）
に
「
愚
智
共
知
、
士
庶
同
憤
、
以
陛
下
英
明
、
鑒
照
物
無
遁
情
、
固
非
延
齡

所
能
蔽
虧
、
而
莫
之
辨
也
」
な
ど
が
あ
る
。
二
句
合
わ
せ
て
、「
（
僞
古
文
『
尚
書
』
の
各
篇
の
眞
僞
に
關
し
て
は
、
閻
氏
や
惠
氏

が
）
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
調
べ
盡
く
し
て
い
て
、（
僞
作
者
は
）
言
い
逃
れ
の
餘
地
が
な
い
」
の
意
。

（

）「
古
文
三
十
一
篇
」

現
在
に
ま
で
傳
え
ら
れ
て
い
る
『
尚
書
』
の
う
ち
、
眞
篇
三
十
一
篇
に
つ
い
て
、
段
玉
裁
は
以
下
、
問
題

13

點
を
列
記
す
る
が
、
基
本
的
に
は
前
漢
の
孔
安
國
に
由
來
す
る
本
文
を
持
つ
と
考
え
て
い
る
。［
補
説
四
］
を
參
照
。

（

）「
天
寶
・
開
寶
之
舊
」

す
で
に
見
た
第
二
節
に
「
天
寶
之
改
字
、
六
也
。
宋
開
寶
之
改
釋
文
、
七
也
」
と
あ
っ
た
の
を
指
す
。

14
（

）「
顧
作
僞
者
」

前
段
の
通
り
、
僞
古
文
『
尚
書
』
の
僞
作
に
關
し
て
は
、
事
實
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
の
僞
は
白
日
の
も
と
に
さ

15

ら
さ
れ
た
。
し
か
し
、
僞
作
で
な
い
と
さ
れ
た
『
尚
書
』
の
三
十
一
篇
に
お
い
て
も
、
未
だ
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
問
題
點

が
あ
る
と
段
氏
は
考
え
た
。
以
下
、
段
氏
は
そ
の
問
題
點
を
四
つ
舉
げ
る
（
第
四
節
「
其
不
可
一
也
」
か
ら
第
七
節
「
其
不
可
四
也
」
ま

で
）
。
問
題
の
第
一
は
、
天
寶
の
時
に
『
尚
書
』
を
古
文
か
ら
今
文
に
改
め
た
こ
と
と
、
開
寶
の
時
に
『
尚
書
釋
文
』
の
字
句
を
改

め
た
せ
い
で
、
そ
れ
ま
で
傳
え
ら
れ
て
き
た
古
文
『
尚
書
』
の
字
句
が
亂
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。『
撰
異
』
の
中
で
、

こ
の
問
題
點
を
意
識
し
て
考
證
し
た
例
は
非
常
に
多
い
が
、
一
例
を
挙
げ
る
と
、『
撰
異
』
卷
十
三
、
洪
範
、「
曰
圛
」
に
「
圛
、

衞
包
改
爲
驛
。『
經
典
釋
文
』
大
書
圛
字
。
開
寶
中
、
李
昉
・
陳
鄂
・
周
惟
簡
・
扈
蒙
輩
改
作
驛
。
今
更
正
。
天
寶
以
前
作
圛
、
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其
證
有
八
。『
正
義
』
云
「
曰
圛
、
兆
氣
落
驛
不
連
屬
也
」。
又
云
「
圛
卽
驛
也
」、
證
一
。
又
云
「
王
肅
云
、
圛
、
霍
驛
消
減
如

雲
陰
。
鄭
玄
以
圛
爲
明
、
言
色
澤
光
明
也
」、
證
二
。『
詩
』
齊
風
『
正
義
』
曰
「
洪
範
稽
疑
論
卜
兆
有
五
、
曰
圛
」、
證
三
。『
史

記
集
解
』
云
「
『
尚
書
』
作
圛
」。
又
引
鄭
玄
曰
「
圛
、
色
澤
而
光
明
也
」、
證
四
。『
史
記
索
隱
』
云
「
涕
、『
尚
書
』
作
圛
」、
證

五
。『
詩
』
齊
風
箋
「
古
文
『
尚
書
』
弟
爲
圛
」、
證
六
。『
周
禮
』
大
卜
注
「
曰
圛
」、
證
七
。『
説
文
』
囗
部
「
商
書
曰
、
曰
圛
」、

證
八
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
段
氏
は
、『
尚
書
』
洪
範
の
「
曰
驛
」
は
、
も
と
は
「
曰
圛
」
で
あ
っ
た
と
し
、
そ
の
經
文
の
改
變
は

天
寶
の
改
字
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
『
經
典
釋
文
』
の
現
行
本
も
「
驛
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
開
寶
の
改
字
に
よ

る
も
の
と
す
る
。
以
下
、
そ
の
證
據
が
八
つ
舉
が
る
が
、
こ
こ
で
特
に
鍵
と
さ
れ
た
の
は
、『
尚
書
正
義
』
が
「
圛
」
と
引
い
た

こ
と
で
あ
る
。
唐
初
の
『
正
義
』
に
「
圛
」
の
引
用
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
改
變
の
時
期
は
そ
れ
よ
り
以
後
の
は
ず
で
あ
る
と
段

氏
は
推
定
し
た
。［
補
説
五
］
を
參
照
。

（

）「
經
典
釋
文
敘
錄
曰
」

『
經
典
釋
文
』
敍
錄
の
原
文
に
は
、「
『
尚
書
』
之
字
、
本
爲
隸
古
、
既
是
隸
寫
古
文
、
則
不
全
爲
古
字
。

16

今
宋
・
齊
舊
本
及
徐
・
李
等
音
所
有
古
字
、
蓋
亦
無
幾
。
穿
鑿
之
徒
、
務
欲
立
異
、
依
傍
字
部
、
改
變
經
文
、
疑
惑
後
生
、
不
可

承
用
。
今
皆
依
舊
爲
音
。
其
字
有
別
體
、
則
見
之
音
内
、
然
亦
兼
采
『
説
文
』
、
『
字
詁
』
以
示
同
異
者
也
」
と
あ
る
。
「
徐
」
は

徐
邈
、「
李
」
は
李
軌
で
、
同
じ
く
敍
錄
に
「
爲
『
尚
書
』
音
者
、
四
人
。
孔
安
國
・
鄭
玄
・
李
軌
・
徐
邈
」
と
あ
る
。

（

）「
郭
忠
恕
作
『
古
文
尚
書
釋
文
』」

郭
忠
恕
に
つ
い
て
は
、『
東
都
事
略
』
郭
忠
恕
傳
に
記
載
が
あ
り
、
著
作
と
し
て
は
『
汗
簡
』

17

が
現
存
す
る
。『
汗
簡
』
に
對
す
る
考
證
學
者
の
間
の
認
識
を
知
る
に
は
、
王
鳴
盛
の
議
論
（
『
蛾
術
編
』
卷
十
三
「
汗
簡
載
僞
古
文
尚

書
」
）
が
分
か
り
や
す
い
。『
汗
簡
』
に
引
用
さ
れ
る
「
古
文
尚
書
」
に
、
僞
古
文
『
尚
書
』
で
僞
作
さ
れ
た
篇
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、『
汗
簡
』
は
僞
古
文
『
尚
書
』
の
出
現
の
後
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
古
來
の
字
形
を
傳
え
て
い
る
と
は
考
え
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に
く
い
と
し
て
い
る
。

（

）「
徐
楚
金
・
賈
昌
朝
・
夏
竦
・
丁
度
・
宋
次
道
・
王
仲
至
・
晁
公
武
・
宋
公
序
・
朱
元
晦
・
蔡
仲
默
・
王
伯
厚
、
皆
見
之
」

段
氏

18

は
、
上
記
の
人
々
は
郭
忠
恕
の
作
成
し
た
系
統
の
古
文
『
尚
書
』
を
見
て
い
た
だ
け
で
、
眞
古
文
を
見
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と

主
張
す
る
。
う
ち
、
徐
鍇
・
賈
昌
朝
・
夏
竦
・
丁
度
・
宋
公
序
・
朱
熹
・
蔡
沈
・
王
應
麟
に
關
し
て
は
、
彼
ら
の
著
作
（
徐
鍇
『
説

文
解
字
繫
傳
』
、
賈
昌
朝
『
羣
經
音
辨
』
、
夏
竦
『
古
文
四
聲
韻
』
、
丁
度
『
集
韻
』
、
朱
熹
『
晦
菴
集
』
、
蔡
沈
『
書
集
傳
』
、
王
應
麟
『
困
學
紀
聞
』

な
ど
）
に
古
文
『
尚
書
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
宋
次
道
・
王
仲
至
・
晁
公
武
に
關
し
て
は
、『
郡
齋
讀
書
志
』
卷
一
、「
『
古
文
尚

書
』
十
三
卷
」
に
「
右
漢
孔
安
國
以
古
定
五
十
九
篇
之
書
也
。
葢
以
寫
籒
、
故
謂
古
。
其
書
自
漢
迄
唐
、
行
於
學
官
。
明
皇
不
喜

古
文
、
改
從
今
文
、
由
是
古
文
遂
絶
。
陸
德
明
獨
存
其
一
二
於
釋
文
而
已
。
皇
朝
呂
大
防
得
本
於
宋
次
道
、
王
仲
至
家
。
以
較
陸

氏
『
釋
文
』、
雖
小
有
異
同
、
而
大
體
相
類
。
觀
其
作
字
奇
古
、
非
字
書
傅
會
穿
鑿
者
所
能
到
。
學
者
考
之
、
可
以
知
制
字
之
本

也
」
と
あ
る
の
に
據
る
。
同
樣
の
記
述
が
、『
困
學
紀
聞
』
卷
二
、『
玉
海
』
卷
三
十
七
（
注
９
に
前
揭
）
に
も
見
え
る
。

（

）「
公
武
刻
石
於
蜀
」

楊
愼
『
全
蜀
藝
文
志
』
卷
三
十
六
、
范
成
大
「
石
經
始
末
記
」（
乾
道
六
年
、
一
一
七
〇
）
に
、
晁
公
武
が
古
文

19

『
尚
書
』
を
刻
石
し
た
際
の
序
文
が
引
か
れ
、「
已
載
前
記
、
晁
子
止
作
『
考
異
』、
而
爲
之
序
。
考
異
之
作
、
大
抵
以
監
本
參
校
、

互
有
得
失
、
其
間
顚
倒
缺
訛
、
所
當
辨
正
。
然
古
今
字
畫
、
雖
小
不
同
、
而
實
通
用
耳
。『
考
異
』
幷
序
、
凡
二
十
一
碑
、
具
在

石
經
堂
中
」
と
あ
る
。

（

）「
薛
季
宣
取
爲
『
書
古
文
訓
』」

薛
季
宣
は
南
宋
の
永
嘉
學
派
の
人
。『
四
庫
全
書
總
目
』
卷
十
三
、
經
部
十
三
、
書
類
存
目
一
、

20

「
書
古
文
訓
」
に
、
「
是
編
所
載
經
文
、
皆
以
古
文
奇
字
書
之
。
案
、
孔
壁
蝌
蚪
古
文
、
漢
時
已
佚
、
無
人
見
其
書
蹟
。
…
…
然

則
當
時
所
謂
古
文
、
已
非
今
本
五
十
八
篇
之
全
矣
。
…
…
季
宣
此
本
、
又
以
古
文
筆
畫
、
改
爲
今
體
。
奇
形
怪
態
、
不
可
辨
識
。



- 111 -

較
篆
書
之
本
、
尤
爲
駭
俗
、
其
訓
義
亦
無
甚
發
明
」
と
、
段
説
に
似
た
記
述
が
あ
る
。

（

）「
故
偶
一
辨
之
而
已
」

「
一
」
に
つ
い
て
は
、
底
本
の
字
畫
が
缺
け
て
い
る
が
、
皇
淸
經
解
本
に
よ
り
補
っ
た
。
ま
た
「
已
」

21

字
に
つ
い
て
は
、
底
本
で
は
「
己
」
字
に
近
い
が
、
こ
こ
で
は
段
玉
裁
の
文
字
觀
に
よ
る
こ
と
は
せ
ず
（
『
説
文
解
字
』
十
四
篇
下
、

巳
部
、
巳
「
巳
也
」
の
注
に
「
漢
人
巳
午
與
巳
然
無
二
音
、
其
義
則
異
而
同
也
」
と
言
い
、
少
な
く
と
も
漢
代
の
人
は
「
已
」
「
巳
」
を
區
別
し

な
か
っ
た
と
段
氏
は
考
え
た
。
た
だ
、
段
注
の
楷
書
表
記
の
部
分
を
見
る
と
、
統
一
は
さ
れ
て
い
な
い
）
、
文
脈
に
よ
り
「
已
」「
巳
」
を
區

別
し
て
書
き
分
け
た
。
第
七
節
「
梗
槩
已
見
於
釋
文
」、
お
よ
び
第
八
節
「
馬
氏
偶
有
古
文
説
而
已
」
の
「
已
」
も
同
じ
。

（

）「
今
或
以
爲
此
卽
僞
孔
序
所
謂
隸
古
者
」

「
隸
古
」
は
、
僞
孔
安
國
「
尚
書
序
」
に
「
以
所
聞
伏
生
之
書
、
考
論
文
義
、
定
其
可

22

知
者
、
爲
隸
古
」
と
見
え
、『
經
典
釋
文
』
敍
錄
に
「
『
尚
書
』
之
字
、
本
爲
隸
古
。
既
是
隸
寫
古
文
、
則
不
全
爲
古
字
」
と
説
明

さ
れ
る
。「
今
或
以
爲
」
と
い
う
の
は
、
薛
季
宣
『
書
古
文
訓
』
序
に
「
隸
古
定
書
、
最
古
。
唐
明
皇
帝
更
以
正
隸
改
定
、
而
俗

儒
承
詔
、
文
多
舛
駁
、
古
文
是
訓
、
不
勞
乎
。
是
正
之
也
」
と
い
う
の
を
指
す
。
段
氏
の
批
判
は
、
當
時
傳
わ
っ
て
い
た
『
尚
書
』

に
關
す
る
文
獻
の
中
に
、
僞
古
文
『
尚
書
』
を
篆
字
や
奇
字
で
書
き
寫
し
、「
壁
中
本
」
と
僞
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
で
、
そ
の

具
體
例
を
原
注
に
舉
げ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
眞
壁
中
本
と
誤
認
し
て
い
た
人
々
の
例
も
舉
げ
る
。『
撰
異
』
の
中
で
、
こ
の
問
題
點

を
意
識
し
て
考
證
が
行
わ
れ
て
い
る
例
は
多
く
な
い
が
、
一
例
と
し
て
『
撰
異
』
卷
一
上
、
堯
典
、「
分
命
羲
仲
宅
嵎
夷
」
に
「
又

按
、
徐
氏
楚
金
『
説
文
繫
傳
』
云
、「
古
文
『
尚
書
』
夷
作
䥫
」。
此
所
云
「
古
文
尚
書
」
者
、
葢
卽
後
來
郭
忠
恕
所
定
、
遞
傳
至

宋
次
道
・
王
仲
至
・
呂
微
仲
・
晁
公
武
・
薛
季
宣
者
也
。
從
各
書
抄
撮
而
成
。
此
條
誤
認
今
文
爲
古
文
、
不
足
深
辯
」
と
あ
る
。

こ
こ
で
段
氏
は
、
徐
鍇
の
引
く
古
文
『
尚
書
』
は
後
世
に
作
ら
れ
た
郭
忠
恕
系
統
の
本
を
繼
承
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
論
據
に

採
用
し
な
い
。
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（

）「
歐
陽
・
夏
矦
『
尚
書
』
」

こ
こ
で
「
今
文
『
尚
書
』
」
と
言
わ
ず
「
歐
陽
・
夏
矦
『
尚
書
』
」
と
言
う
理
由
は
、『
撰
異
』
卷
一
上
、

23

堯
典
、「
平
秩
東
作
」
に
「
倘
『
史
記
』
謂
上
文
伏
生
『
尚
書
』
爲
今
文
、
則
漢
魏
人
衹
有
歐
陽
・
夏
矦
『
尚
書
』・
古
文
『
尚
書
』

二
目
、
絶
無
謂
歐
陽
・
夏
矦
爲
今
文
『
尚
書
』
者
」
と
あ
る
。

（

）「
其
不
可
三
也
」

段
氏
が
指
摘
す
る
こ
の
問
題
は
、
他
書
に
見
え
る
今
文
『
尚
書
』
の
引
用
例
を
も
っ
て
、
現
行
本
の
經
文
を
悉

24

く
改
め
る
者
が
い
る
こ
と
で
あ
る
。
問
題
の
第
一
は
唐
代
、
第
二
は
宋
代
を
中
心
と
す
る
話
題
で
あ
っ
た
が
、
第
三
に
入
り
、
同

時
代
の
學
者
が
批
判
對
象
と
さ
れ
て
い
る
。
具
體
的
に
は
江
聲
『
尚
書
集
注
音
疏
』
や
王
鳴
盛
『
尚
書
後
案
』
が
意
識
さ
れ
る
。

こ
の
點
に
は
、
現
行
本
『
尚
書
』
内
の
眞
篇
の
字
句
を
ど
う
扱
う
か
に
つ
き
、
兩
書
と
『
撰
異
』
と
の
方
針
の
差
異
が
大
き
く
關

わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
段
の
原
注
で
詳
述
さ
れ
る
。

（

）「『
説
文
解
字
』
所
偁
『
尚
書
』
多
不
與
經
同
」

『
説
文
解
字
』
に
引
用
す
る
『
尚
書
』
に
つ
い
て
は
、『
説
文
解
字
讀
』『
撰
異
』

25

『
説
文
解
字
注
』
に
見
え
、
段
説
の
變
化
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
［
補
説
六
］
を
參
照
。

（

）「
孔
安
國
以
今
字
讀
易
其
字
」

前
漢
の
儒
者
、
孔
安
國
が
壁
中
書
を
「
今
」
字
で
「
讀
」
し
た
こ
と
は
、『
史
記
』
儒
林
傳
、
伏

26

生
傳
に
「
孔
氏
有
古
文
『
尚
書
』、
而
安
國
以
今
文
讀
之
、
因
以
起
其
家
。
逸
書
得
十
餘
篇
、
葢
『
尚
書
』
滋
多
於
是
矣
」
や
、『
漢

書
』
儒
林
傳
、
孔
安
國
傳
に
「
孔
氏
有
古
文
『
尚
書
』、
孔
安
國
以
今
文
字
讀
之
、
因
以
起
其
家
逸
書
、
得
十
餘
篇
、
葢
『
尚
書
』

茲
多
於
是
矣
」
と
見
え
る
。
こ
の
儒
林
傳
の
一
段
に
つ
い
て
は
、
『
撰
異
』
卷
一
上
、
堯
典
、
「
平
秩
東
作
」
に
「
按
、
「
今
文
」

二
字
、
蒙
上
「
古
文
」
二
字
而
言
、
壁
中
書
皆
古
文
、
故
謂
之
「
古
文
『
尚
書
』」。
今
文
者
、
漢
所
習
隸
書
也
。「
以
今
文
讀
之
」

者
、
猶
言
以
今
字
讀
之
也
。
秦
製
隸
書
、
以
趣
約
易
、
而
古
文
遂
絶
。
壁
中
古
文
、
尟
能
識
者
、
安
國
獨
能
以
今
字
寫
定
古
文
。

凡
古
云
「
讀
」
者
、
其
義
不
一
。
諷
誦
其
文
曰
「
讀
」、
定
其
難
識
之
字
曰
「
讀
」、
得
其
假
借
之
字
曰
「
讀
」、
抽
續
其
義
而
推
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演
之
曰
「
讀
」
。
子
國
於
壁
中
書
、
兼
此
四
者
。
故
如
「
古
文
作

」「
隸
作
蠢
」「
古
文
作

」「
隸
作
斷
」「
朋
之
假
借
爲
堋
」「
好

之
假
借
爲

」「
桓
皃
之
假
借
爲
狟
緢
」、
皆
子
國
剏
爲
之
、
竝
口
説
各
篇
大
義
、
遞
傳
至
都
尉
朝
・
庸
生
・
胡
常
・
徐
敖
・
王
璜

・
塗
惲
・
桑
欽
者
。
以
故
『
尚
書
』
有
古
孔
説
、
今
歐
陽
・
夏
矦
説
」
と
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
段
氏
は
、
孔
安
國
は
壁
中
書
を
今

字
に
よ
っ
て
寫
定
し
た
が
、
こ
の
「
今
字
」
は
い
わ
ゆ
る
「
今
文
尚
書
」
の
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
上
揭
の
『
史
記
』
や
『
漢
書
』

に
い
う
「
讀
」
と
は
、
音
讀
す
る
こ
と
、
難
字
を
定
め
る
こ
と
、
假
借
の
字
を
讀
み
解
く
こ
と
、
意
味
を
抽
出
・
推
演
す
る
こ
と

の
四
者
を
兼
ね
た
、
と
す
る
。

（

）「『
周
禮
』
經
杜
子
春
・
二
鄭
讀
易
其
字
、
傳
寫
者
既
從
所
讀
、
而
注
中
存
其
故
書
之
舊
」

「
二
鄭
」
は
、
こ
こ
で
は
先
鄭
（
鄭
衆
）

27

・
後
鄭
（
鄭
玄
）
を
指
す
。「
故
書
」
は
、『
周
禮
』
鄭
玄
注
に
「
甲
、
故
書
爲
乙
」「
故
書
甲
作
乙
」
と
い
っ
た
形
で
、
舊
本
の
字

句
を
引
く
際
に
用
い
ら
れ
る
用
語
。『
撰
異
』
卷
一
上
、
堯
典
、「
平
秩
東
作
」
に
詳
し
い
解
説
が
あ
り
、「
竊
謂
、
此
正
如
『
周

禮
』
一
書
出
於
山
巖
屋
壁
、
經
劉
歆
・
杜
子
春
・
鄭
衆
・
賈
逵
之
讀
、
而
後
行
。
鄭
君
康
成
注
中
、
凡
言
『
某
故
書
作
某
』、
杜

子
春
・
鄭
司
農
讀
爲
某
者
、
今
『
周
禮
』
多
已
改
從
杜
・
鄭
所
讀
爲
之
字
、
而
不
從
山
巖
屋
壁
故
書
之
字
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
周

禮
漢
讀
考
』
序
に
は
「
讀
爲
讀
曰
者
、
易
其
字
也
。
易
之
以
音
相
近
之
字
、
故
爲
變
化
之
詞
。
比
方
主
乎
同
、
音
同
而
義
可
推
也
。

變
化
主
乎
異
、
字
異
而
義
憭
然
也
。
比
方
主
乎
音
、
變
化
主
乎
義
。
比
方
不
易
字
、
故
下
文
仍
舉
經
之
本
字
。
變
化
字
已
易
、
故

下
文
輒
舉
所
易
之
字
」
と
い
う
。
な
お
、
こ
こ
で
『
周
禮
』
に
喩
え
て
説
明
す
る
の
は
、
古
文
系
し
か
存
在
し
な
い
『
周
禮
』
を

例
に
出
す
こ
と
に
よ
り
、
今
の
論
點
が
古
文
系
の
『
尚
書
』
間
に
お
け
る
字
句
の
相
違
に
あ
っ
て
、
今
文
と
古
文
の
間
の
相
違
に

は
な
い
こ
と
が
際
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
池
田
秀
三
「
黃
侃
〈
禮
學
略
説
〉
詳
注
稿
（
二
）」（
『
中
國
思
想
史
硏
究
』
二
十

九
、
二
〇
〇
九
年
、
一
二
八
～
一
三
〇
頁
）
を
參
照
。
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（

）「
其
不
可
四
也
」

こ
の
問
題
は
、『
説
文
解
字
』
に
す
べ
て
從
っ
て
文
字
を
改
め
る
こ
と
が
必
ず
し
も
漢
代
の
『
尚
書
』
を
復
原

28

す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
方
法
で
經
文
を
改
め
る
者
が
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
先
と
同
じ
く

江
聲
『
尚
書
集
注
音
疏
』
や
王
鳴
盛
『
尚
書
後
案
』
へ
の
批
判
の
意
が
あ
る
。

（

）「
雜
廁
」

混
ぜ
て
配
置
す
る
こ
と
。
楊
雄
『
太
玄
』
玄
圖
に
「
陰
陽
雜
廁
、
有
男
有
女
」、
許
慎
「
説
文
解
字
叙
」
に
「
分
別
部

29

居
、
不
相
襍
廁
」
と
あ
る
。

（

）「
魚
目
混
於
隨
珠
」

「
魚
目
」
は
、
珠
玉
に
似
て
非
な
る
も
の
の
こ
と
。『
文
選
』
卷
四
十
、
任
昉
「
到
大
司
馬
記
室
牋
」
に
「
惟

30

此
魚
目
、
唐
突
璵
璠
」
と
あ
り
、
李
善
注
に
「
魚
目
似
珠
。
璵
璠
、
魯
玉
也
。
雒
書
曰
、
秦
失
金
鏡
、
魚
目
入
珠
」
と
あ
る
。
ま

た
、「
隨
珠
」
は
、
隨
矦
の
持
っ
て
い
た
寶
石
の
こ
と
。『
史
記
』
鄒
陽
傳
に
「
故
無
因
至
前
、
雖
出
隨
侯
之
珠
、
夜
光
之
璧
、
猶

結
怨
而
不
見
德
」
と
あ
る
。
こ
の
一
段
は
、「
寶
玉
に
似
て
非
な
る
も
の
（
僞
古
文
）
が
、
本
物
の
寶
玉
（
眞
古
文
）
の
間
に
混
ぜ
て

配
置
さ
れ
る
」
こ
と
の
比
喩
表
現
で
あ
る
。

（

）「
武
夫
混
於
和
璧
」

こ
れ
も
同
じ
く
、
僞
古
文
が
眞
古
文
の
間
に
混
ぜ
て
配
置
さ
れ
る
こ
と
の
比
喩
表
現
。「
武
夫
」
は
、
寶
玉

31

に
似
て
非
な
る
石
の
こ
と
で
、『
戰
國
策
』
魏
策
一
に
「
白
骨
疑
象
、
武
夫
類
玉
、
此
皆
似
之
而
非
者
也
」
と
あ
る
。「
和
璧
」
は
、

和
氏
が
發
見
し
た
璧
玉
の
こ
と
で
、『
韓
非
子
』
和
氏
に
「
楚
人
和
氏
得
玉
璞
楚
山
中
」
と
あ
る
。

（

）「
㓠
缺
」

傷
を
つ
け
る
こ
と
。「
玷
缺
」
に
同
じ
。『
漢
書
』
韋
玄
成
傳
に
「
玄
成
復
作
詩
、
自
著
復
玷
缺
之
囏
難
、
因
以
戒
示
子

32

孫
」
と
あ
る
。

（

）「
兩
用
不
讎
」

僞
古
文
の
諸
篇
も
眞
古
文
の
諸
篇
も
、
兩
方
と
も
魅
力
な
く
賣
れ
な
い
狀
態
に
す
る
、
の
意
。「
讎
」
は
「
售
」

33

に
通
じ
、
賈
誼
『
新
書
』
春
秋
に
「
酤
家
不
讎
其
酒
、
屠
者
罷
列
而
歸
」
と
あ
る
。
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（

）「
杜
林
之
『
桼
書
古
文
尚
書
』、
衞
宏
之
『
古
文
尚
書
訓
旨
』、
賈
逵
之
『
古
文
尚
書
訓
』、
馬
融
之
『
古
文
尚
書
傳
』、
鄭
君
之
『
古

34

文
尚
書
注
解
』」

『
後
漢
書
』
儒
林
列
傳
の
「
扶
風
杜
林
傳
古
文
『
尚
書
』、
林
同
郡
賈
逵
爲
之
作
訓
、
馬
融
作
傳
、
鄭
玄
注
解
、

由
是
古
文
『
尚
書
』
遂
顯
于
世
」
と
、『
後
漢
書
』
儒
林
列
傳
、
衞
宏
傳
の
「
後
從
大
司
空
杜
林
更
受
古
文
『
尚
書
』、
爲
作
訓
旨
。

時
濟
南
徐
巡
師
事
宏
、
後
從
林
受
學
、
亦
以
儒
顯
、
由
是
古
學
大
興
」
に
據
る
。

（

）「
點
竄
」「
涂
改
」

と
も
に
字
句
を
改
め
る
こ
と
。
兩
者
は
、
李
商
隱
「
韓
碑
」（
『
李
義
山
詩
集
』
卷
二
）
に
「
點
竄
堯
典
舜
典
字
、

35

塗
改
淸
廟
生
民
詩
」
と
あ
る
な
ど
、
よ
く
あ
わ
せ
て
用
い
ら
れ
る
表
現
。

（

）「
動
天
下
之
兵
」

『
孟
子
』
梁
惠
王
下
の
「
天
下
固
畏
齊
之
彊
也
。
今
又
倍
地
而
不
行
仁
政
、
是
動
天
下
之
兵
也
」
を
踏
ま
え
る
。

36
（

）「
是
以
雖
析
一
爲
二
、
而
愼
徽
之
上
、
終
未
箸
一
字
」

僞
古
文
の
作
成
の
際
、
眞
古
文
の
殘
存
し
て
い
た
篇
に
お
い
て
、
堯
典
を

37

二
分
し
て
舜
典
を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
は
し
た
も
の
の
、
眞
古
文
の
字
句
を
書
き
換
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
を
述

べ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
撰
異
』
卷
一
上
、
堯
典
、「
愼
徽
五
典
五
典
克
從
」
に
詳
細
な
説
明
が
あ
り
、「
攷
僞
孔
書
序
曰
「
伏

生
以
舜
典
合
於
堯
典
、
復
出
此
篇
」、
此
僞
孔
割
分
堯
典
「
愼
徽
」
以
下
爲
舜
典
也
。
東
晉
豫
章
内
史
枚
頤
、
始
得
孔
安
國
『
尚

書
』
併
傳
、
奏
之
時
、
闕
舜
典
經
傳
。
齊
建
武
中
、
呉
興
姚
方
興
、
僞
稱
於
大

頭
得
舜
典
經
傳
、
奏
上
。
其
傳
則
採
馬
・
王
注

造
之
、
其
經
比
馬
・
鄭
所
注
、
多
「
曰
若
稽
古
帝
舜
、
曰
重
華
協
于
帝
」
十
二
字
。
梁
武
時
、
爲
博
士
議
曰
「
孔
序
稱
伏
生
誤
合

五
篇
、
皆
文
相
承
接
、
所
以
致
誤
、
舜
典
首
有
曰
若
稽
古
、
伏
生
雖
昏
耄
、
何
容
合
之
」、
遂
不
行
用
。
方
興
本
或
十
二
字
下
更

有
「
濬
哲
文
明
、
温
恭
允
塞
、

（
引
用
者
注
：

は
玄
の
古
文
）
德
升
聞
、
乃
命
以
位
」
十
六
字
、
共
二
十
八
字
、
既
未
施
行
、

方
興
以
罪
致
戮
。
隨
開
皇
初
、
始
購
得
之
、
冠
於
妄
分
舜
典
之
首
、
盛
行
至
今
」
と
あ
る
。
な
お
、
段
氏
の
記
述
は
、
『
經
典
釋

文
』
敍
錄
・
同
書
、
舜
典
音
義
、
な
ら
び
に
『
尚
書
』
舜
典
の
正
義
に
基
づ
い
て
い
る
。
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（

）「
後
有
愚
者
乃
爲
之
」

注

に
引
い
た
『
撰
異
』
に
見
え
る
よ
う
に
、
南
齊
時
代
の
姚
方
興
が
、
舜
典
の
冒
頭
に
、
僞
の
經
文
「
曰

38

37

若
稽
古
帝
舜
、
曰
重
華
協
于
帝
。
濬
哲
文
明
、
溫
恭
允
塞
、
玄
德
升
聞
、
乃
命
以
位
」
を
附
け
加
え
た
こ
と
を
指
す
。

（

）「
思
過
半
矣
」

『
周
易
』
繫
辭
下
傳
の
「
噫
、
亦
要
存
亡
吉
凶
、
則
居
可
知
矣
。
知
者
觀
其
彖
辭
、
則
思
過
半
矣
」
を
踏
ま
え
る
。

39

こ
の
原
注
部
分
で
は
、
本
書
の
基
本
方
針
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
段
氏
は
、
現
行
本
の
『
尚
書
』
に
は
、
僞
古
文
の
部
分
と

眞
古
文
の
部
分
が
混
在
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
眞
篇
の
部
分
（
僞
古
文
に
よ
っ
て
補
わ
れ
た
篇
以
外
の
部
分
）
に
關
し
て
は
、
僞

作
の
際
に
手
が
加
え
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、「
眞
古
文
」
と
し
て
信
賴
に
足
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
眞

古
文
系
の
注
釋
が
僞
作
時
に
は
ま
だ
存
し
て
お
り
、
僞
作
者
が
そ
の
部
分
に
手
を
加
え
る
こ
と
は
な
い
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
を
舉

げ
る
。
な
お
、
こ
の
主
張
は
『
撰
異
』
一
書
の
基
本
的
な
方
針
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
段
氏
の
考
證
で
は
、
現
行
本
『
尚
書
』

の
う
ち
眞
篇
の
字
句
が
、
古
文
『
尚
書
』
の
字
句
を
そ
の
ま
ま
繼
承
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
［
補
説
五
］

を
參
照
。

（

）「
不
當
於
釋
文
正
義
外
、

其
妄
竄
」

以
上
、
段
氏
は
僞
古
文
『
尚
書
』
の
眞
篇
の
字
句
が
基
本
的
に
眞
古
文
『
尚
書
』
の
字
句

40

を
繼
承
し
た
こ
と
を
強
調
し
た
。
し
か
し
、
僞
古
文
『
尚
書
』
に
よ
っ
て
文
字
が
改
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
そ
の
異
同

が
あ
る
部
分
、
つ
ま
り
眞
古
文
系
の
馬
融
・
鄭
玄
本
と
、
僞
孔
傳
本
と
の
差
異
は
、『
釋
文
』
と
『
正
義
』
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

は
ず
だ
、
と
段
氏
は
考
え
る
。
よ
っ
て
、『
釋
文
』
と
『
正
義
』
に
記
載
の
無
い
場
合
は
、「
僞
古
文
『
尚
書
』
に
よ
っ
て
改
竄
さ

れ
た
」
と
斷
言
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（

）「
博
士
治
歐
陽
・
夏
矦
『
尚
書
』、
載
在
令
甲
」

後
漢
の
十
四
博
士
に
つ
い
て
は
『
後
漢
書
』
儒
林
傳
の
序
に
「
及
光
武
中
興
、

41

愛
好
經
術
、
未
及
下
車
、
而
先
訪
儒
雅
、
採
求
闕
文
、
補
綴
漏
逸
。
…
…
自
是
莫
不
抱
負
墳
策
、
雲
會
京
師
、
范
升
・
陳
元
・
鄭
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興
・
杜
林
・
衞
宏
・
劉
昆
・
桓
榮
之
徒
、
繼
踵
而
集
。
於
是
立
五
經
博
士
、
各
以
家
法
教
授
、『
易
』
有
施
・
孟
・
梁
丘
・
京
氏
、

『
尚
書
』
歐
陽
・
大
小
夏
侯
、
『
詩
』
齊
・
魯
・
韓
、
『
禮
』
大
小
戴
、『
春
秋
』
嚴
・
顏
、
凡
十
四
博
士
、
太
常
差
次
總
領
焉
」

と
見
え
て
お
り
、「
載
在
令
甲
」
と
は
、
こ
う
い
っ
た
規
定
を
指
し
て
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

（

）「
皆
用
博
士
所
習
者
」

漢
代
に
お
け
る
『
尚
書
』
引
用
を
基
本
的
に
今
文
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、『
撰
異
』
一
書
を
貫
く
基
礎

42

的
な
方
針
の
一
つ
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
着
想
を
得
た
こ
と
が
本
書
の
執
筆
の
刺
戟
の
一
つ
と
な
っ
た
。［
補
説
三
］
を
參
照
。

（

）｢

皆
治
歐
陽
・
夏
矦
尚
書
者｣

こ
こ
に
名
前
が
舉
げ
ら
れ
て
い
る
人
々
が
今
文
『
尚
書
』
を
學
ん
だ
と
す
る
根
據
は
、
傳
記
の
記

43

載
以
外
に
、
彼
ら
の
書
い
た
文
章
に
引
か
れ
る
『
尚
書
』
の
字
句
が
、
今
文
の
字
句
に
從
っ
て
い
る
と
段
氏
が
判
斷
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
先
に
段
氏
自
身
が
述
べ
た
「
至
若
兩
漢
、
博
士
治
歐
陽
・
夏
矦
『
尚
書
』、
載
在
令
甲
。
漢
人
詔

章

奏
、
皆
用
博
士
所
習
者
」
と
い
う
考
え
方
か
ら
、
特
殊
な
場
合
を
除
け
ば
、
兩
漢
の
博
士
は
今
文
を
用
い
る
と
い
う
想
定
が
導
か

れ
る
。
例
え
ば
、
王
褒
を
例
に
取
る
と
、『
漢
書
』
王
褒
傳
に
今
文
を
學
ん
だ
こ
と
の
記
載
は
な
い
が
、『
撰
異
』
卷
一
上
、
堯
典
、

「
光
被
四
表
」
に
王
褒
「
聖
主
得
賢
臣
頌
」（
『
漢
書
』
王
褒
傳
）
が
、
ま
た
卷
二
十
三
、
君
奭
「
故
一
人
有
事
于
四
方
」
に
王
褒
「
四

子
講
德
論
」（
『
文
選
』
卷
五
十
一
）
が
引
用
さ
れ
、
い
ず
れ
も
今
文
『
尚
書
』
の
字
句
を
用
い
た
と
段
氏
は
結
論
す
る
。
段
氏
は
こ

こ
か
ら
、
王
褒
は
今
文
を
用
い
る
學
者
で
あ
る
と
判
斷
す
る
。
な
お
、
傳
記
の
記
載
に
沿
っ
て
『
尚
書
』
今
古
文
の
師
授
系
統
を

整
理
し
た
も
の
と
し
て
、
江
聲
『
尚
書
經
師
系
表
』
が
あ
る
。

（

）「
皆
治
古
文
『
尚
書
』
者
」

先
の
「
至
若
兩
漢
、
博
士
治
歐
陽
・
夏
矦
『
尚
書
』、
載
在
令
甲
、
漢
人
詔

章
奏
、
皆
用
博
士
所

44

習
者
」
と
い
う
原
則
か
ら
、
兩
漢
に
お
い
て
古
文
『
尚
書
』
を
用
い
る
者
は
特
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
先
の
例
と
は

異
な
り
、
彼
ら
を
古
文
『
尚
書
』
を
學
ん
だ
者
と
す
る
根
據
は
、
多
く
は
傳
記
史
料
に
置
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
孔
安
國
・
劉
歆
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・
杜
林
・
衞
宏
・
賈
逵
・
徐
巡
・
馬
融
・
鄭
康
成
・
許
愼
は
、
み
な
正
史
に
關
聯
の
記
載
が
あ
る
（
一
部
は
注

を
參
照
）
。
衞
宏
に

34

つ
い
て
は
、『
撰
異
』
卷
二
、
皋
陶
謨
「
粉
米
」
の
條
に
、「
衞
宏
官
書
考
」
と
い
う
一
文
が
附
さ
れ
る
。
次
に
、
虞
翻
は
、『
三

國
志
』
呉
書
、
虞
翻
傳
の
裴
注
に
引
か
れ
る
『
虞
翻
別
傳
』
に
、
鄭
玄
の
『
尚
書
』
注
を
批
判
し
た
記
事
が
見
え
（
『
撰
異
』
卷
一
上
、

堯
典
「
分
命
和
仲
宅
西
曰
昧
谷
」、
卷
二
十
六
、
顧
命
「
甲
子
王
乃
洮
頮
水
」
を
參
照
）
、『
尚
書
』
鄭
玄
注
を
批
判
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
少

な
く
と
も
彼
が
古
文
『
尚
書
』
を
學
ん
だ
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
言
え
る
。
ま
た
、
同
じ
く
裴
注
の
引
く
『
虞
翻
別
傳
』
に
「
翻
初

立
易
注
、
奏
上
曰
、
…
…
臣
高
祖
父
故
零
陵
太
守
光
、
少
治
孟
氏
易
、
曾
祖
父
故
平
輿
令
成
、
纘
述
其
業
、
至
臣
祖
父
鳳
爲
之
最

密
。
…
…
世
傳
其
業
、
至
臣
五
世
」
と
あ
り
、『
易
』
に
關
し
て
は
古
文
系
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
次
に
、
應
卲
と
徐
榦
は
、

そ
の
著
書
『
風
俗
通
義
』
と
『
中
論
』
の
字
句
が
古
文
『
尚
書
』
に
多
く
一
致
す
る
と
段
氏
に
よ
っ
て
判
斷
さ
れ
た
こ
と
を
根
據

と
す
る
。
こ
れ
は
、
先
の
今
文
の
例
に
近
い
考
證
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
も
に
『
撰
異
』
内
に
十
例
ほ
ど
引
用
が
あ
る
。
次
に
、

韋
昭
は
、『
漢
書
音
義
』（
『
文
選
』
李
善
注
所
引
）
に
「
古
文
」
を
引
用
す
る
こ
と
が
根
據
と
さ
れ
て
い
る
（
『
撰
異
』
卷
一
上
、
堯
典

「
舜
讓
于
德
弗
嗣
」
）
。
ま
た
、『
國
語
』
韋
昭
注
が
賈
逵
注
を
多
く
踏
襲
す
る
こ
と
か
ら
、
古
文
系
と
い
う
印
象
が
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
池
田
秀
三
「
『
國
語
』
韋
昭
注
の
覺
え
書
」（
『
中
國
古
典
學
の
か
た
ち
』
硏
文
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
を
參
照
。
最
後
に
、
王

粲
は
、
『
撰
異
』
の
中
で
は
そ
の
根
據
が
不
明
瞭
で
あ
る
。『
撰
異
』
卷
二
十
九
、
呂
刑
、「
有
邦
有
土
告
爾
詳
刑
」
條
に
、
王
粲

の
「
從
軍
詩
」（
『
文
選
』
卷
二
十
七
）
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
今
古
文
の
相
違
に
は
關
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、

推
測
に
留
ま
る
が
、
王
粲
に
は
『
尚
書
』
鄭
玄
注
を
批
判
す
る
文
章
が
存
し
た
こ
と
が
、
唐
の
元
行
沖
「
釋
疑
」
に
よ
っ
て
分
か

る
。
す
な
わ
ち
『
舊
唐
書
』
元
行
沖
傳
に
「
自
此
之
後
、
唯
推
鄭
公
。
王
粲
稱
「
伊
洛
已
東
、
淮
漢
之
北
、
一
人
而
已
、
莫
不
宗

焉
。
咸
云
先
儒
多
闕
、
鄭
氏
道
備
。
粲
竊
嗟
怪
、
因
求
其
學
。
得
『
尚
書
』
注
、
退
而
思
之
、
以
盡
其
意
、
意
皆
盡
矣
。
所
疑
之
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者
、
猶
未
喩
焉
」
。
凡
有
兩
卷
，
列
於
其
集
」
と
あ
り
、
ま
た
『
顏
氏
家
訓
』
勉
學
に
も
「
吾
初
入
鄴
、
與
博
陵
崔
文
彦
交
遊
、

嘗
説
『
王
粲
集
』
中
難
鄭
玄
『
尚
書
』
事
」
と
あ
る
。
王
粲
の
具
體
的
な
學
説
は
不
明
だ
が
、
虞
翻
の
例
を
推
せ
ば
、
『
尚
書
』

鄭
玄
注
を
批
判
す
る
か
ら
に
は
、
古
文
『
尚
書
』
を
學
ん
だ
こ
と
が
あ
る
は
ず
だ
、
と
判
斷
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
吉
川
忠
夫

「
元
行
沖
と
そ
の
「
釋
疑
」
を
め
ぐ
っ
て
」（
『
東
洋
史
硏
究
』
四
七
―
三
、
一
九
八
八
年
）
を
參
照
。

（

）「
參
伍
鉤
考
」

「
參
伍
」
の
典
據
は
、
ま
ず
『
易
』
繫
辭
上
傳
「
參
伍
以
變
、
錯
綜
其
數
」
が
舉
げ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
の
意
味

45

は
『
史
記
』
太
史
公
自
序
「
若
夫
控
名
責
實
、
參
伍
不
失
、
此
不
可
不
察
也
」
の
例
に
近
い
。「
鉤
考
」
は
、『
周
禮
』
天
官
、
司

會
「
司
會
掌
邦
之
六
典
・
八
灋
・
八
則
之
貳
、
以
逆
邦
國
・
都
鄙
・
官
府
之
治
」
の
鄭
注
に
「
逆
受
而
鉤
考
之
」
と
あ
る
。

（

）「
遷
亦
從
安
國
問
故
」

『
漢
書
』
儒
林
傳
、
孔
安
國
傳
に
は
「
安
國
爲
諫
大
夫
、
授
都
尉
朝
、
而
司
馬
遷
亦
從
安
國
問
故
。
遷
書

46

載
堯
典
・
禹
貢
・
洪
範
・
微
子
・
金
縢
諸
篇
、
多
古
文
説
」
と
あ
り
、
ま
た
『
撰
異
』
卷
一
上
、
堯
典
「
納
于
大
麓
」
の
條
に
も
、

こ
の
部
分
を
引
い
た
上
で
「
此
條
説
大
麓
、
葢
安
國
説
也
」
と
い
う
の
を
見
る
と
、
段
氏
は
『
漢
書
』
の
い
う
「
故
」
を
義
説
と

理
解
し
た
ら
し
い
（
注

を
參
照
）
。
こ
こ
で
段
氏
は
、『
史
記
』
の
今
古
文
の
問
題
を
議
論
す
る
。
段
説
の
槪
要
は
、『
史
記
』
は

48

そ
の
字
句
に
お
い
て
は
基
本
的
に
歐
陽
・
夏
矦
の
今
文
『
尚
書
』
に
從
う
が
、『
漢
書
』
儒
林
傳
の
記
載
通
り
、
堯
典
・
禹
貢
・

洪
範
・
微
子
・
金
縢
の
諸
篇
の
義
説
に
お
い
て
古
文
説
を
採
用
す
る
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
段
氏
は
そ
の

根
據
と
し
て
、
堯
典
等
の
五
篇
の
中
か
ら
、
『
史
記
』
が
古
文
説
を
採
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
部
分
を
以
下
に
例
示
す
る
。
た
だ

し
、
こ
の
段
説
は
完
全
に
體
系
化
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
、『
撰
異
』
の
該
當
部
分
の
記
述
と
、
こ
の
原
注
の
記
述
と
が

齟
齬
を
き
た
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
以
下
の
注
釋
お
よ
び
［
補
説
七
］［
補
説
八
］［
補
説
九
］
を
參
照
。

（

）「
五
經
異
義
」

後
漢
の
許
愼
の
著
作
で
、『
隋
書
』
經
籍
志
に
「
『
五
經
異
義
』
十
卷
。
後
漢
太
尉
祭
酒
許
愼
撰
」
と
見
え
る
が
、

47



- 120 -

の
ち
に
失
わ
れ
た
。
輯
本
と
し
て
、
淸
の
陳
壽
祺
に
よ
る
『
五
經
異
義
疏
證
』
三
卷
が
あ
る
。『
五
經
異
義
』
に
は
、「
今
春
秋
公

羊
説
」「
今
尚
書
歐
陽
説
」「
古
尚
書
説
」
な
ど
と
、
今
文
説
・
古
文
説
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
經
文
の
文
字
通
り
の
引
用
で
は
な

く
、
説
（
段
玉
裁
の
言
う
「
義
」）
の
引
用
で
あ
る
。

（

）「
説
内
于
大
麓
云
」
『
尚
書
』
舜
典
に
見
え
る
「
納
于
大
麓
」
と
い
う
語
に
は
、
大
き
く
分
け
て
二
種
の
解
釋
が
あ
る
。（
一
）「
麓
」

48

を
「
山
麓
」
と
理
解
し
、「
堯
が
舜
を
（
試
練
の
一
つ
と
し
て
）
山
の
中
に
入
ら
せ
た
が
、
舜
は
迷
う
こ
と
が
な
か
っ
た
」
と
解

釋
す
る
も
の
。（
二
）「
麓
」
を
「
錄
」
と
訓
じ
、「
堯
が
舜
に
政
治
の
管
理
を
任
せ
た
」
と
解
釋
す
る
も
の
。
後
者
の
場
合
、
攝

政
あ
る
い
は
禪
讓
と
關
わ
る
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
段
氏
は
、
前
者
を
古
文
説
、
後
者
を
今
文
説
と
考
え
、『
史
記
』

五
帝
本
紀
に
「
堯
使
舜
入
山
林
川
澤
、
暴
風
雷
雨
、
舜
行
不
迷
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、『
史
記
』
が
古
文
説
を
用
い
る
例
と
し
て

い
る
。［
補
説
八
］
を
參
照
。

（

）「
説
禹
貢
云
」

『
尚
書
』
禹
貢
の
五
服
の
制
を
説
く
と
こ
ろ
に
見
え
る
「
五
百
里
甸
服
」
と
い
う
語
に
は
、
二
種
の
解
釋
が
あ
る
。

49

（
一
）
ま
ず
「
天
子
之
國
」
が
方
千
里
あ
り
、
そ
の
外
に
五
百
里
廣
が
る
ご
と
に
、
甸
服
・
矦
服
・
綏
服
・
要
服
・
荒
服
の
五
服

の
區
分
が
あ
る
と
い
う
説
で
、
こ
の
場
合
全
體
で
方
六
千
里
と
な
る
、
と
す
る
。（
二
）「
天
子
之
國
＝
甸
服
」
が
方
千
里
あ
り
、

同
じ
く
五
百
里
ご
と
に
矦
服
・
綏
服
・
要
服
・
荒
服
の
區
別
が
あ
る
と
い
う
説
で
、
こ
の
場
合
全
體
で
方
五
千
里
と
な
る
。
段
氏

は
、
前
者
を
古
文
説
、
後
者
を
今
文
説
で
あ
る
と
考
え
、『
史
記
』
夏
本
紀
に
「
令
天
子
之
國
以
外
、
五
百
里
甸
服
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、『
史
記
』
が
古
文
説
を
用
い
る
例
と
し
て
い
る
。［
補
説
八
］
を
參
照
。

（

）「
説
洪
範
云
」

『
尚
書
』
洪
範
「
貌
曰
恭
、
言
曰
從
、
視
曰
明
、
聽
曰
聰
、
思
曰
睿
」
の
「
思
曰
睿
」
を
、
引
用
例
に
よ
っ
て
は

50

「
思
心
曰
容
」
と
作
る
場
合
が
あ
る
。
段
氏
は
、
「
思
曰
睿
」
は
古
文
『
尚
書
』
、「
思
心
曰
容
」
は
今
文
『
尚
書
』
の
字
句
で
あ
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る
と
す
る
。
段
氏
は
『
史
記
』
宋
微
子
世
家
が
前
者
の
字
句
に
作
る
こ
と
を
、『
史
記
』
が
古
文
説
を
用
い
る
例
と
し
て
い
る
。［
補

説
八
］
を
參
照
。

（

）「
説
微
子
云
」

『
尚
書
』
微
子
の
末
尾
の
言
葉
に
つ
い
て
、
そ
の
發
言
者
を
誰
と
す
る
か
に
二
種
の
解
釋
が
あ
る
。
（
一
）
大
師

51

（
太
師
）
の
言
葉
と
す
る
。（
二
）
微
子
の
言
葉
と
す
る
。
段
氏
は
、
前
者
を
古
文
説
、
後
者
を
今
文
説
で
あ
る
と
考
え
、『
史
記
』

宋
微
子
世
家
に
「
太
師
（
父
師
に
同
じ
）
」
云
々
と
あ
る
こ
と
か
ら
、『
史
記
』
が
古
文
説
を
用
い
る
例
と
し
て
い
る
。［
補
説
八
］

を
參
照
。

（

）「
説
金
縢
」

『
尚
書
』
金
縢
の
、「
金
縢
の
書
」（
周
公
が
書
い
て
箱
に
入
れ
、
金
釘
で
封
を
し
た
書
物
）
を
成
王
が
發
見
し
た
時
期
に

52

つ
い
て
、
二
種
の
解
釋
が
あ
る
。（
一
）「
周
公
が
楚
に
出
奔
し
た
後
に
、
成
王
は
金
縢
の
書
を
發
見
し
、
周
公
を
呼
び
戾
し
た
」

と
す
る
も
の
。（
二
）「
周
公
の
死
後
に
、
成
王
は
金
縢
の
書
を
發
見
し
た
」
と
す
る
も
の
。
段
氏
は
、
前
者
を
古
文
説
、
後
者
を

今
文
説
と
考
え
る
。『
史
記
』
魯
周
公
世
家
に
お
い
て
、「
金
縢
書
」
が
は
っ
き
り
登
場
す
る
の
は
周
公
の
死
が
描
か
れ
る
一
段
に

お
い
て
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
『
史
記
』
は
今
文
説
を
繼
承
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、『
史
記
』
魯
周
公
世
家
の
周
公
出

奔
後
の
段
に
お
い
て
、「
金
縢
書
」
の
語
そ
の
も
の
は
な
い
も
の
の
、
古
文
説
に
類
似
す
る
描
寫
が
見
え
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

段
氏
は
こ
の
點
か
ら
、『
史
記
』
が
今
文
説
を
用
い
た
も
の
の
、
古
文
説
に
近
い
描
寫
を
し
た
例
と
し
て
こ
れ
を
取
り
上
げ
て
い

る
。［
補
説
八
］
を
參
照
。

（

）「
讀
蘭
臺
書
」

「
蘭
臺
」
は
、
後
漢
の
都
、
洛
陽
に
あ
っ
た
宮
中
の
圖
書
館
。『
後
漢
書
』
班
彪
傳
上
に
、
班
固
が
蘭
臺
令
史
で

53

あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。

（

）「
笮
遮
覈
實
」

『
説
文
解
字
』
七
篇
下
、
襾
部
「
覈
」
に
「
實
也
。
攷
事
、
襾
笮
邀
遮
、
其
辭
得
實
曰
覈
」
と
あ
り
、
段
注
に
「
襾

54
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者
、
反
覆
之
。
笮
者
、
迫
之
。
徼
者
、
巡
也
。
遮
者
、
遏
也
。
言
攷
事
者
、
定
於
一
是
。
必
使
其
上
下
四
方
之
辭
皆
不
得
逞
、
而

後
得
其
實
、
是
謂
覈
。
此
所
謂
咨
於
故
實
也
。
所
謂
實
事
求
是
也
」
と
い
う
。

（

）「
通
邑
大
都
」

四
方
に
道
の
通
じ
た
大
き
な
都
市
。
司
馬
遷
「
報
任
少
卿
書
」（
『
漢
書
』
司
馬
遷
傳
）
に
「
僕
誠
已
著
此
書
藏
之
名

55

山
、
傳
之
其
人
通
邑
大
都
」
と
あ
る
。

（

）「
就
正
」

本
書
の
内
容
を
正
し
て
ほ
し
い
、
の
意
。
謙
讓
表
現
。『
論
語
』
學
而
に
「
君
子
食
無
求
飽
、
居
無
求
安
、
敏
於
事
而

56

愼
於
言
、
就
有
道
而
正
焉
、
可
謂
好
學
也
已
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。

（

）「
賈
逵
分
別
古
今
」

『
後
漢
書
』
賈
逵
列
傳
に
「
逵
數
爲
帝
言
古
文
『
尚
書
』
與
經
傳
『
爾
雅
』
詁
訓
相
應
、
詔
令
撰
歐
陽
・
大

57

小
夏
矦
『
尚
書
』
古
文
同
異
」
と
あ
る
。

（

）「
劉
陶
是
正
文
字
」

『
後
漢
書
』
劉
陶
列
傳
に
「
陶
明
『
尚
書
』『
春
秋
』、
爲
之
訓
詁
。
推
三
家
『
尚
書
』
及
古
文
、
是
正
文
字

58

七
百
餘
事
、
名
曰
『
中
文
尚
書
』」
と
あ
る
。

（

）「
取
賈
逵
傳
語
」

注

に
前
揭
の
『
後
漢
書
』
賈
逵
列
傳
か
ら
「
撰
歐
陽
・
大
小
夏
矦
『
尚
書
』
古
文
同
異
」
か
ら
「
撰
異
」

59

57

の
語
を
取
り
、
本
書
の
題
と
し
た
、
の
意
。

（

）「
知
難
語
於
識
大
、
亦
庶
幾
乎
不
賢
」

『
論
語
』
子
張
に
見
え
る
子
貢
の
言
、「
文
武
之
道
、
未
墜
於
地
、
在
人
。
賢
者
識
其
大

60

者
、
不
賢
者
識
其
小
者
、
莫
不
有
文
武
之
道
焉
。
夫
子
焉
不
學
。
而
亦
何
常
師
之
有
」
を
踏
ま
え
た
表
現
。「
識
大
（
賢
）
」
に
つ

い
て
語
る
の
が
難
し
い
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
が
、「
不
賢
（
小
）
」（
語
句
レ
ベ
ル
の
解
釋
）
程
度
な
ら
近
付
く
こ
と
が
で
き
る
、
と

い
う
意
の
謙
讓
表
現
。
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